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付録 1：ビジネスと人権の枠組み 

報告書全般にわたり強調されているように、NAPは、国家が国際及び地域の枠組みやコミ

ットメントを実行する上で取り組みを統一化し、優先事項を決定するにあたり、有用な機会

を提供するものである。これを背景に、本付録では、ビジネス関連の人権侵害を防止すると

いう国家義務の実施を促進する UNGPs、他の法律文書や指針、マルチステークホルダー・イニ

シアティブを含めたビジネス及び人権の枠組みの概要を述べる。ビジネスと人権に関する

NAPは、国家のコミットメント並びにこれらの指針やイニシアティブの実施を、強調及び詳

述するプラットフォームとして使用できる。 

以下のビジネスと人権の枠組みは、包括的な内容ではないが、ビジネスと人権に関する NAP

に対して、高い関連性と適用可能性を持つ主要な枠組みである。 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」 

UNGPsは、これらの基準と慣行を単一の文書に統合することで、現行の人権基準と慣行の

明確化を意図するものである 121。UNGPsは規模、セクター、地理的位置、所有権、構造、多

国籍企業または国内企業に関わらず、あらゆる国家や企業を対象とする 122。UNGPsは、人権

保護における、国家の役割並びにビジネスアクター間の人権尊重を推進する国家の役割に重

点をおながら、ビジネスと人権に関する NAPの策定における基礎を形成する 123。さらに、現

時点の実施状況をモニタリングする NBA策定における基盤の役割も果たす。 

UNGPsは、2011年の国際連合人権理事会にて、全会一致で承認された 124。枠組み及び

UNGPsはともに、相互補完しあう 3つの柱に基づく 125。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 第 1の柱：人権を保護する国家の義務 

国家は、企業を含む第三者による人権侵害から保護しなければならない。そのため

に、実効的な政策、立法、規制及び裁定を通じてそのような侵害を防止し、捜査

し、処罰し、そして補償するために適切な措置をとる必要がある。 

• 第 2の柱：人権を尊重する企業の責任 

企業は、人権を尊重すべきである。これは、企業が他者の人権を侵害することを回

避し、関与する人権への負の影響に対処すべきことを意味する。 

• 第 3の柱：救済へのアクセス 

国家と企業は、司法、行政、立法またはその他のしかるべき手段を通じて、影響を受ける

人々が実効的な救済にアクセスできるように、適切な措置を取らなければならない。 
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その他の法律文書や指針 

その他の数多くの国際法律文書が、ビジネス面の人権への影響に焦点を当て、ビジネスと

人権に関する NAP構築にあたり基盤となる枠組みを提供してきた。特に、NAPはこれらのイ

ニシアティブ及び人権の保護と尊重を、強調し、詳述するプラットフォームとして用いられ

るべきだ。以下の要約では、重要なイニシアティブを簡潔に紹介する。前述したように、こ

れはビジネスと人権に関連する、全ての法律文書や指針の一覧ではない。 

子どもの権利とビジネス原則 

子どもの権利とビジネス原則は、UNICEF、国連グローバル・コンパクト及びセーブ・ザ・

チルドレンによって策定された。企業が、職場、市場、また地域社会において、子どもの権

利を尊重及び推進するための、初の行動指針を示す包括的な原則である。ビジネスと子ども

に関する既存の基準、イニシアティブ及び最良の慣行に準拠する原則は、ビジネスのステー

クホルダーとして疎外されやすい、子どもに関連するビジネスへの期待と、子どもへの機会

を詳述することを目的としている 126。 

国連子どもの権利委員会・一般的意見 16号 

2013年 3月 15日、国連子どもの権利委員会は、ビジネスセクターが及ぼす子どもの権利

への影響に関する、国家の義務に関する一般的意見 16号を採択した 127。UNGPsの「保護、尊

重、救済」枠組みを正確に反映した一般的意見 16号が目指すのは、「(1)企業の活動および

操業が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保すること、(2)企業が子どもの権利を尊重

できるようにする（自社の操業、製品またはサービスと関連している事業関係全体および自

社の世界的操業全体において子どもの権利を尊重することも含む）ための有効かつ支援的な

環境づくりを進めること、(3)民間当事者としてまたは国の代理機関として行為する企業によ

って権利を侵害された子どもが効果的な救済措置にアクセスできることを確保すること等、

要求される行動に関するガイダンスを政府に提供する」ことである 128。 

IFC パフォーマンス基準 

世界銀行グループの民間セクター部門である国際金融公社（IFC）は、貧困削減と発展の促

進に取り組む営利及び商業的プロジェクトに投資することで、途上国の経済発展を目的とす

る国際金融機関（IFI）である 129。環境と社会の持続可能性に関する IFCパフォーマンス基準

は、プロジェクトの遂行にあたって、IFCのクライアントであり支援を受ける民間事業者に適

用される基準である 130。これまで民間及び公共セクターにおいて、IFCパフォーマンス基準

は効果的に導入されてきた。現時点では、OECD加盟国の約 32の輸出信用機関がパフォーマン
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ス基準を参照し、民間セクタープロジェクトの評価基準にもなっており 131、約 70の銀行と金

融機関がパフォーマンス基準を基にした 133、エクエーター原則（赤道原則）を採用している
132。 

ILO 中核的労働基準 

ILOの運営組織は、職場における基本的な原則及び権利と考えられる、4つの分野に及ぶ一

連の核となる ILO条約を策定している。4つの分野は、(1)結社の自由と効果的な団体交渉

権、(2)あらゆる形態の強制労働の禁止、(3)児童労働の実効的な廃止、(4)雇用と職業におけ

る差別の排除、である 134。1995年 ILOは、全世界で条約の批准を実現するためのキャンペー

ンに着手し、現在までに見込み批准数の 86%を占める、1,200 を超える数の批准を達成して

いる 135。 

多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言 

ILO三者宣言は、1977年に国際労働機関（ILO）にて採択され、多国籍企業（MNE）、政府

並びに雇用主や労働者組織の三者に適用される任意の国際指針である 136。 ILO 三者宣言は雇

用、訓練、生活条件、労使関係に関する指針であり、労働と社会政策に関するガイダンスの

役割を果たす 137。 宣言は特に、拠点国（本国）の外で事業展開をする企業に重点を置く 138。 

宣言は、強制力のない基準を持つ国外の地域での企業活動においても、本国の国内法の適用

を推奨することから評価されてきた。 

紛争地帯で活動する民間軍事会社の行動や法的義務に関して定めたモントルー文書 

モントルー文書は、スイスと赤十字国際委員会の共同イニシアティブによる成果文書で
139、市民社会及び民間軍事会社（以下、「PMSC」）の代表者とのコンサルテーションを経て

策定された 140。文書は法的拘束力を持たず 141、政府間の表明で、PMSCに関連のある国際法定

義務を明示し、契約者である民間会社が、法律不在の環境で不法な活動をするという誤解を

実証する 142。さらに、委託先の民間軍事会社に対し、国際的人道主義及び人権法を支持させ

る、という国家の義務を再確認し、PMSCとの取引において国家へ約 70の提言事項を明記する
143。 

OECD紛争地域及び高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・デ

ィリジェンス・ガイダンス 

OECDデュー・ディリジェンス・ガイダンスは、紛争地域や高リスク地域から鉱物や金属を

調達する企業を対象とした、デュー・ディリジェンスと提言事項報告を提供する、政府支援

のもとマルチステークホルダーが共同で関与した初の事例である 144。OECDデュー・ディリジ

ェンス・ガイダンスの目的は、「企業による人権尊重の推進並びに鉱物の採掘による紛争へ
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の加担を回避」し、「透明性の高い鉱物サプライチェーンを構築」することである 145。OECD

デュー・ディリジェンス・ガイダンスは、天然資源採掘に関連した武力紛争による悲惨な影

響に苛まれてきた地域であるアフリカ大湖地域諸国の政府間組織である 147、アフリカ大湖地

域国際会議（ICGLR）参加の 11 カ国の承認を受けている 146。2012年 8月 22日、米国証券取

引委員会は、ドッド・フランク法の第 1502条の実施に係る、最終規則に基づく紛争鉱物の報

告を義務付けられ、企業のデュー・ディリジェンス実施にあたり、国際的な枠組みとして

OECD多国籍企業行動指針を承認した 148。 

OECD多国籍企業行動指針 

国際的に認知され、各国の法律に適用可能である OECD多国籍企業行動指針（OECDガイドラ

イン）は、企業が責任ある行動を取るよう勧告する指針であり、法的拘束力はないが、一連

の原則と指針を定めるものである 149。OECD ガイドラインは企業に対し、特に、「経済、環境

及び社会的な開発への貢献」150、「国際的に認知された企業による影響を受ける人々の人権

の尊重」151、並びに「良いコーポレート・ガバナンスの維持」を推奨する企業方針や、手順

に係る提言事項を提供する 152。OECDガイドラインに盛り込まれている提言事項は雇用、人

権、環境、情報開示、贈賄防止、消費者利益、科学・技術、競争及び課税に関するビジネス

倫理を網羅する 153。 

コーポレート・セクター並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国家当事者の義務に

ついての、経済的、社会的、及び文化的権利に関する委員会の声明 

2011年 5月 20日、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（ICESCR）」の実

施を監視する 18人の専門家で構成される機関である、「経済的、社会的及び文化的権利に関

する委員会」は、「コーポレート・セクター、社会並びに経済よび文化的権利に関する国家

当事者の義務についての声明」を発表した 154。ここでは、国家は自国の管轄内及び企業活動

におけるあらゆる人々の経済的、社会的、文化的権利を尊重、保護及び実施する主たる義務

があることが宣言された。 

先住民族の権利に関する国際連合宣言（UNDRIP）及び ILO第 169 条約 

先住民族の個々及び共同の権利を認知する国際決議である UNDRIPは、2007年に国際連合

総会にて採択された。企業活動に関する規定の中でも、特に UNDRIP第 10条は、いかなる状

況においても、先住民族をその土地や領域から強制退去させないこと、並びに移転や移住を

伴う際には、先住民族の自由意思による、事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）を得るこ

とを義務付けている 155。UNDRIPで規定されている原則の多くを重複及び補強する ILO第 169

条約は、法的拘束力を持った国際法規であり、これまで 20 カ国の批准を受けている。また

同時に、先住民や部族の人々の権利について明示し、該当の先住民や部族へ影響を及ぼす問
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題についてコンサルテーションを実施し、また策定過程における優先事項の決定の際は、先

住民や部族の人々の権利の保護の推進を要求するものである 156。 

国連グローバル・コンパクト 

2000年 7月に提唱された自主的なイニシアティブである国連グローバル・コンパクト 157

は、「企業が、持続可能な責任ある企業方針及び慣行を策定、実施、開示するためのプラッ

トフォーム」である 158。国連グローバル・コンパクトは、人権、労働、環境及び腐敗防止の

分野を網羅し、企業に対してコンパクトへの参加と 10原則の遵守を要請するものである 159。 

原則は世界人権宣言、労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関（ILO）宣言、

環境と開発に関するリオデジャネイロ宣言並びに国際連合腐敗防止条約等、その他の広く認

識されている国際法規に由来する 160。現在、コンパクトは 145カ国の 7,000相当の企業を含

む 10,000組以上が参加している 161。国連グローバル・コンパクトの 2つの人権に関する原則

は、UNGPsに規定されている定義に準じて解釈されるべきであることを明示している 162。 

国連責任投資原則（PRI） 

国連責任投資原則（PRI）は、環境、社会及びガバナンス問題が投資家にとって財務的に有

意義かつ重要であることを示す一連のガイドラインである 163。2006年に PRIが採択されて以

降、機関投資家を含む約 1,200人の投資家が署名するまでに発展し、管理下にある資産総額

は全世界の投資可能資産の 15パーセント相当である 34兆ドルを超えている 164。 

マルチステークホルダー・イニシアティブ 

数々のマルチステークホルダー・イニシアティブにおいて、企業による人権への影響に焦

点が当てられ、ビジネスと人権に関する NAPの基礎となる枠組みが提供されてきた。 

グローバル・ネットワーク・イニシアティブ（GNI） 

グローバル・ネットワーク・イニシアティブ（GNI）は、情報及び通信技術（ICT）セクタ

ーに焦点を当てたマルチステークホルダー・イニシアティブである 165。GNIへの参加は任意

だが、参加する企業は、表現の自由とプライバシーに係る利用者の権利の尊重、保護及び推

進するための手順に関するガイダンスを示す GNI表現の自由とプライバシー原則の実施を求

められる 166。さらに GNIは GNI原則の実施にあたり、協働を推進し企業を支援するための実

施ガイドライン 167とガバナンス、説明責任及び学習のフレームワーク 168を規定する。 

ISO26000規格 

社会責任に関する ISO26000規格は、社会的に責任ある企業慣行を通じて、持続的な発展へ
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の貢献を支援するため、最良の慣行の基準を採用している 169。ISO26000は責任の認識、責任

原則の採用及びステークホルダーの関与に係る、手順に関する実務的なガイダンスを提供す

る 170。人権に特化した ISO26000は、企業によるデュー・ディリジェンスの実施、リスクの

監視と緩和、複雑性の回避並びに苦情解決の支援において指針の役割を果たす 171。 

民間軍事会社のための国際行動規範（ICoC） 

民間軍事会社のための国際行動規範（ICoC）は、スイス政府が主導するマルチステークホ

ルダー・イニシアティブである。ICoCの目的は、複雑な環境下で従事する民間軍事会社を対

象とした国際指針を明確にし、こうした企業の監視と説明責任を改善することである。規範

は国際的な人道主義と人権法に準拠しており、包括的かつ透明性を持つマルチステークホル

ダープロセスを通じて策定された。2010年 11月 9日、ジュネーブでの調印式にて、ICoC

に、15カ国からの 58の民間軍事会社が調印した。2013年 2月 1日時点で、調印した企業数

は 70カ国の 708企業にまで上る。スイス政府がイニシアティブの主導者であり、ICoCの発

展を推進する目的で「軍の民主的統制（DCAF）ジュネーブ・センター防衛プログラムの民営

化」がスイス政府の指令の下、運営されている 172。 

安全と人権に関する自主原則（VP） 

安全と人権に関する自主原則（VP）は拘束力の無い原則で、石油、ガス及び鉱業関連企業

が業務の安全性、人権の確保、人道主義法の遵守についてのガイダンスを提起する 173。VPは

2000 年に、政府、採掘やエネルギー分野の企業並びに NGOから構成される三者間のマルチス

テークホルダー・イニシアティブによって策定された 174。VPは官民関わらず、軍事組織との

取引の際に適用される 175。 
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付録 2：最近の NAP 動向 

既存の NAP 

デンマーク 

デンマーク政府は、2012年に、CSR NAPの「デンマークの責任ある成長」に組み込まれた

UNGPsの実施に着手していた 176。しかし、デンマーク政府は、デンマーク CSR評議会の提言

に従い、UNGPsの実施に係る別個の NAP策定を決めた 177。この NAPは、デンマーク CSR評議

会との簡潔なコンサルテーションプロセスを経て 2014年 3月に発表された 178。デンマーク

の労働組合、地方自治体、NGO、企業及び金融組織の代表組織であるデンマーク CSR評議会

は、UNGPsの 3本の柱全てに関する提言を行った 179。NAPの主な目的は、UNGPsの実施にあた

り、デンマーク政府が既に採用している既存の措置や対策を概略化することである 180。これ

に加え NAPは、UNGPsの概要、デンマーク CSR評議会の提言並びに UNGPsの実施にあたり、

デンマーク政府が計画するイニシアティブの概要を提供する 181。 

オランダ 

オランダ議会は、欧州委員会から、ビジネスと人権に関する NAP策定の要請を受け、政府

に対しプロセスの開始を要求した 182。その後 2012年半ばに、省庁間のワーキンググループ

が設置され、外務省によって主導されるようになった 183。他の関与した政府機関は、経済

省、財務省、安全省、法務省及び社会雇用省であった 184。当時のオランダの政策と UNGPsを

調和させる方法を探るための内部マッピングに加え、ワーキンググループはビジネス・コミ

ュニティの代表者、市民社会組織、実施機関並びにその他の専門家の識見や見解を求めた
185。 

このプロセスを促進するため、ワーキンググループは外部の専門家を雇用し、55組のステ

ークホルダー代表者を対象とする 27のインタビューを実施した 186。このインタビューに続

き、外務省が主催する 3回のコンサルテーションが実施された 187。各グループによる意見や

見解を収集するためビジネスの代表者、市民社会組織及び実施機関に対しそれぞれコンサル

テーションの機会を設けた 188。こうしたプロセスを経て、2013年 12月、オランダ国別行動

計画が発表された 189。この計画では、現行の政策やワーキンググループのコンサルテーショ

ンの結果及びオランダ政府が UNGPsの実施にあたり採用する追加的なステップが詳述されて

いる 190。具体的には、(1)政府の積極的な役割、(2)方針や政策の一貫性、(3)デュー・ディリ

ジェンスの明確化、(4)透明性と報告、(5)救済措置の範囲、というコンサルテーションプロセ
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スで明らかになった 5つの主要ポイントに焦点が当てられている 191。さらにオランダ NAP

は、リスクベースのアプローチも採用する。これは政策改革が必要な高リスクセクターの特

定と優先順位の決定を目的とするプロジェクトを支援するものでもある 192。 

イギリス 

イギリス政府は、2013年 9月 4日に、ビジネスと人権に関する NAPを発表した 193。NAPの

策定中、様々な省庁から成る運営グループは、ステークホルダーによる意見や識見を発言で

きる場としてワークショップを開催した 194。UNGPs 実施という点で明示的な枠組みを持つ

NAP を導入した世界で初の政府となった 195。計画には、イギリスが採択するビジネスと人権

に係る行動並びにその後 2年間の措置計画が明記された 196。この計画はイギリスの全ての政

府省庁に適用され、イギリス国内に拠点を置く全ての企業を対象とするものである 197。 

イギリスの NAPに盛り込まれている具体的な措置の中で、ミャンマーに投資する企業を対

象とする責任あるビジネス投資ガイドラインについて改めて言及し、全ての民間軍事サービ

スに対して人権の尊重を義務付け、新規の二国間投資条約には人権の尊重という企業の責任

を盛り込むことを要求している 198。同時にこの計画は、イギリス国内外で業務を遂行するあ

らゆる政府省庁が企業対して、人権責任について適切で一貫性のある支援とアドバイスを提

供するようイギリス政府にコミットを促すものでもある 199。NAPはあくまで開始地点に過ぎ

ず、さらに多くの国家が NAPを策定し、新たな概念が創造されるにつれ、NAP及びその実施の

見直しが不可欠であるとイギリスは認識している 200。実際、2015年に改定版 NAPを策定する

というコミットメントが存在する 201。 

草案段階の NAP 

イタリア 

イタリアでは UNGPs実施にあたり、NAP策定に関する初の省庁間会議が、2012年に外務省

の招集にて開催された 202。結果、Dirpolis Instituteは基礎調査実施の任命を受け、2013年

11月に調査が完了した 203。2013年 10月には、基礎調査の結果がステークホルダーに周知さ

れ、代議院にて提起された 204。2014年 3月、イタリア政府は、「ビジネスと人権に関する国

連指導原則に係るイタリア活動計画の礎」と題した草案の NAPを発表した 205。この NAPは現

在見直し及び再草案段階にあり、2014年 7月に最終版が発表されることになっている 206。 

フィンランド 

フィンランド政府は、2012年 10月 22日に、NAPの草案作成に着手した 207。その後、政府

は雇用経済省が主導とする省庁間のワーキンググループを設置し、2014年 3月を目標とした
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NAPの草案策定及び進捗状況の報告に着手した 208。2013年後半、草案の発表に先駆けて、ワ

ーキンググループがビジネスと人権に関連する、フィンランドの法と政策に関する覚書を公

表した 209。そして、この覚書に関するステークホルダーの識見や意見を募り、政府は市民社

会及び企業を対象とした 2つのコンサルテーションを開催した 210。ワーキンググループは

2014 年 4月に NAP草案を発表した 211。 

スペイン 

スペインでは、2012年 12月に、ステークホルダーと初のコンサルテーションを開催した
212。コンサルテーションはスペイン外務省人権局が主導し、2人の外部専門家が支援にあたっ

た 213。コンサルテーションを経て、外部専門家が NAP草案に向けた作業計画を策定し、多岐

にわたる分野の学者による特別グループが組織された。NAP草案において、各学者が専門分

野に関係する領域のアドバイザーの役割を担った 214。ステークホルダーによる草案に関する

識見や意見を募った後、2013年 6月に草案が発表された 215。ただし、草案への批判を受け

て、2013年 9月に再びコンサルテーションを開催し、同年 11月に草案第 2版が開示された
216。政府は近い将来、NAP正式版の完成を期待している 217。 

検討中の NAP 

コロンビア 

コロンビアでは、Sustentia Innovación Social and DIS Foundationが、2013年 11月に

UNGPsガイドを発表した 218。このガイドは共同プロジェクトである、「2012～13年度コロン

ビアのビジネスと人権の枠組みに関するトレーニングとコンサルテーション」を通じて発表

された 219。このプロジェクトには、企業、行政、市民社会組織、学会及び国際機関等から総

勢 120の個人が参加し、カリ、ボゴタ及びメデリンで実施された 220。これらの代表者は 2つ

の技術ワーキンググループに分割され、各グループ内では、参加者がコロンビアの状況を顧

みながら UNGPsに関するコンサルテーションや議論を行い、結論が下された 221。この結論

は、NAPの策定にあたって有用なビジネスと人権に係る政策ガイドラインを、コロンビア政府

に提供するガイドに組み込まれた 222。 

フランス 

フランスでは、政府がフランスの国内人権機関（NHRI）である La Commission Nationale 

Consultative des Droits de L’Homme（以下、「CNCDH」）に対し、国家規模での UNGPsの

実施にあたり政府への提言事項を作成するよう命じた 223。その結果 CNCDHは、企業、学術

会、市民社会及び労働組合等、多様な代表者とのコンサルテーションを実施するため、ワー

キンググループを設置した 224。2013年 10月、CNCDHはこうした提言事項を概略した諮問見
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解書を発表し 225、2014年初めには提言事項を基にした NAPの草案策定に着手した 226。 

ガーナ 

ガーナでは、国家の NHRIである、人権及び行政上の正義に関する委員会（以下、

「CHRAJ」）が、シフト（Shift）と協働で国内の UNGPsの実施の推進に取り組んでいる 227。

第 1段階では、2つのグループがオランダの NGOである多国籍企業に関する研究センター

（SOMO）と協力して、ステークホルダー向けに UNGPsに関する 3つの能力養成ワークショッ

プの主催に取り組んでいる 228。このワークショップは、2014年 7月にアクラで開催予定であ

る 229。第 2段階では、2015年の国内の NAP策定を実現するため、シフト（Shift）と CHRAJ

が、ビジネスと人権に関するマルチステークホルダーとのコンサルテーションを実施する
230。 

ノルウェー 

ノルウェー政府は、2013年に、UNGPsの実施に関連する国内の現行の措置について、マッ

ピング調査とギャップ分析を委託した 231。研究は Mark Taylor氏によって調査され、多様な

省庁、政府機関、特定の NGOや協会を対象とするインタビュー並びに様々な「白書」、省庁

のウェブサイト、法律、規則及び戦略文書の見直しが伴った 232。研究は、プロセスにおける

政府が重視すべき領域を明らかにし、今後のノルウェーの NAPの構築する上での基礎となっ

た 233。 

スイス 

スイス議会は、2012年 12月に、政府による UNGPsの実施にあたり国家戦略の策定を求める

動議を可決した 234。これを受け、スイス政府は他国の NAPプロセスに関するマッピング調査

を委託し 235、スイス連邦外務省と経済官房長室が牽引する省庁間の特別委員会を設置した
236。特別委員会は、スイスの現況と他のステークホルダー参加に関する内部マッピングを含

むスイス NAPの策定に係るプロセスを概説する 237。ステークホルダーの関与にあたっては、

特別委員会はスイスの研究組織である Swisspeaceにコンサルテーションの実施を委託した。

2013年 12 月から 2014 年 1月までの間、Swisspeaceは企業、市民社会及び学会の 31組の代

表者にインタビューを実施した 238。コンサルテーションと内部分析の結果に基づいて NAPの

策定が進められることになり、2014年 12月には承認される見通しである 239。 

その他の動向 

オーストラリア 
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オーストラリアは NAP策定のプロセスに着手していないばかりか、実施にあたってのコミ

ットも提示していない。しかし、サプライチェーンにおける奴隷または人身売買の禁止を約

束する、政府調達行動における政策改革の発表等、UNGPsのコミットメントに向けた確実な

ステップを進んでおり、特定の措置を講じている。こうしたイニシアティブとは別に、人権

法センターの Rachel Ball氏による、国内の NAP策定を求める声も上がっている 240。 

ドイツ 

ドイツ政府は、国家規模での UNGPsの実施をコミットしているものの、NAP策定を担う特

定の機関、省庁または部門の選定を行っていない 241。こうした状況下で、2013年 4月に国内

の NGO グループが、ビジネスと人権に関する NAPに対する、市民社会の期待を明記した政策

方針書を発表した 242。加えて、ドイツ労働社会省が UNGPsの第２の柱の実施策に関する研究

を委託、発表した 243。 

アイルランド 

アイルランドによる 2014年 5月の人権委員会への提案では、アイルランドがビジネスと人

権に関する指導原則を実施する上での、最善の方策を検討していることが述べられた 244。現

時点では、正式なコンサルテーションプロセスについての声明は出されていない 245。 

パレスチナ 

現在に至るまで、NAP策定にあたってのパレスチナ当局による誓約コミットメントは行わ

れてはいないものの、パレスチナの NGOである AlHaqは、NAPに係る提言事項についての報

告資料を作成した 246。 

スコットランド 

スコットランドの人権に関する NAPは 2014年初めに発表され、政府は UNGPsの実施にあた

り NAP策定への取り組みを明言している 247。 

米国 

米国政府は UNGPsの実施にあたっての NAPの策定のみならず、計画策定の意思または具体

的なプロセス計画の正式な発表も行っていない。しかし、2013年 4月 19日、ビジネスと人権

に関する米国政府のアプローチを発表した 248。アプローチの開示後、国務長官の John Kerry

氏は、米国政府による「事業展開するあらゆる場所における、企業による人権の尊重の奨

励」が不可欠であるとの見解を述べた 249。このアプローチの下、米国国務省及びその他の政

府機関に対しては、(1)グローバルな課題の解決と人々の福祉の改善に寄与するようなビジネ
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ス革新と企業活動の支援、(2)企業や政府の協働による比較優位を持つ（公共調達政策等）プ

ロジェクトにおける、企業とのパートナーシップの構築、(3)法の支配の推進、人権の尊重並

びに責任あるビジネス行動の奨励及び最良の慣行を後押しするような公平な競争の機会の促

進、が求められている 250。アプローチは、米国政府による UNGPsへの取り組みについて再度

言及し、UNGPsの実施に関連する数々の国内の法、規制及び政策を概説している 251。 



71 
 

付録 3：コンサルテーションのサマリレポート 

欧州市民社会とのコンサルテーション 

欧州企業正義連合（ECCJ）は、2013年 10月 11日に、ベルギーのブリュッセルにてプロジ

ェクトの一環として、欧州市民社会のコンサルテーションを開催した。コンサルテーション

には 13の市民社会及び欧州 9カ国の国内人権機関（NHRI）の代表者が参加した。DIHRと

ICARは、識見と経験を共有いただいた全参加者に謝意を示すと同時に、こうした取り組みに

あたって卓越したリーダーシップを発揮した、ECCJに対して格別の感謝を示した。 

参加者の見解概要 

自発的メカニズムは不十分である 

現時点までの NAPの進展は法的強制力のあるメカニズムではなく、むしろ主として自発的

なメカニズムや国家のガイダンスに限定されているのではないか、と参加者からの指摘が上

がった。政府が企業に提供する UNGPsについての集中的なガイダンスは、UNGPsの実施におけ

る不可欠要素ではある一方、企業による自発的なガイドラインや自主規制のモデルは、人権

保護という国家の義務を達成する上では不十分ではないか、と強調された。その代わりに、

法務及び規制改革という形態による法的拘束力を持った要件の策定並びに明示を、NAPの重大

な要素とすべきという声が上がった。こうした改革の例としては、特に、非財務報告の義

務、デュー・ディリジェンスの不遵守に対する制裁措置及び親会社に対する法的責任が含ま

れる。 

NAP の策定には政府全体による取り組みが必要である 

参加者は、既存の NAPや NAP草案の策定は、これまで主に直接人権を取扱う国レベルの機

関である省庁、局、その他の機関が関わってきたという言及があったが、様々な政府機関

（ビジネス省、貿易省、法務省等）が、プロセスの初期段階並びにプロセス全般にわたって

関与することが必要であると強調した。NAP策定に向けた政府全体による取り組みは、策定

プロセスにおけるステークホルダー間のコミュニケーションを活発にし、NAPに包含すべき

活動内容に関しての効率的にコンセンサスを得やすくなる。また、そうすることで NAP策定

後には、幅広い層からの積極的な参加を促すことができるという意見もあった。さらに、政

府全体でのアプローチは、貿易や投資支援から、環境保護や財政規制に関連する規制的なも

のに至るまで、政府が企業と関わる様々な場面において適切に対処するとの声もあった。 
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NAP は国内外の観点に着目したものでなければならない 

国際人権法や UNGPsに基づく人権保護に関する国家の義務は、国内、また状況によっては

国境を超えて発生するものである。NAPは外部だけではなく、自国の領域的管轄内におけ

る、企業活動による人権への影響にも対処すべきだとする参加者もいた。そのため各 NAPで

は、人身売買、労働市場における人種や性別、障害の有無による差別に起因する人権侵害に

関わる企業の関与に対し、国家が対処すべきであると提起している。しかし、外国で事業展

開する企業の拠点国となる欧州諸国やその他の諸国の場合、NAPの主要な要素には、こうし

た企業の領域外での侵害にも対処し、また国内法や政策の適用による影響への対処法を含む

ものでなければならない。NAPは法的拘束力のあるメカニズムの構築に取り組むべきであ

る、という見解もあった。そのメカニズムは、国内の企業が、外国での事業開始前後、最中

の全ての段階において人権侵害評価を行うことを要するものである。参加者は、侵害を受け

たコミュニティとのコンサルテーションは、この人権侵害評価の核と成る要素であり、また

各 NAPを策定するにあたり国家は、大使館や外国の代表者を活用して、受入れ側のコミュニ

ティとのコンサルテーションに取り組むべきであるということも感じていた。 

救済策へのアクセス 

多くの参加者は、救済策へのアクセスを扱う UNGPsの第 3の柱は、NAP策定においてより

直接的に対処されるべきであることを強調している。ビジネス関連の人権侵害が発生した場

合、侵害受ける個人やコミュニティに対する司法及び／または非司法による救済策へのアク

セスが必要不可欠である。 

参加者から、これまでの欧州内の NAP策定は UNGPsの第 3の柱を、適切に網羅していなか

ったという意見が挙がっている。そのため NAPは、ビジネス関連の人権侵害に対処し、被害

者が侵害に対する救済の確保にあたり直面する障壁を緩和するための、国家による強固な救

済の枠組み構築に必要な対応策を、より明確にするために役立つものでなければならない。 

基礎評価の重要性 

参加者が賛意を示したのは、国家による UNGPs実施状況に関する基礎評価の実施は、NAPの

策定と実施にあたっての必要条件であるという点である。DIHRと ICARが指摘したのは、国

内の法、規則及び政策に関する情報が容易に把握できると、基礎評価がデスクリサーチ（ト

ップダウン方式）にて実施可能になることであった。しかし、研究のデータベースや透明性

が欠如している途上国等、こういった情報が簡単に入手できない場合、地域社会主導の研究

プロセス（ボトムアップ手法等）がより適切であると考えられる。この評価では、各 UNGPに

基づく、これまでの国家の活動内容を対象として、国内外の法規定に基づく他の基準を包含

してビジネス関連の人権に取り組むことが可能である。基礎評価を完了することで、国家に
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よる現時点までの進捗に関して知識共有が促進され、ギャップが存在する領域やさらなる取

り組みが必要な領域についての認識や理解が広がる。また、UNGPsの実施における国家の進

捗に係る将来の中核となるポイント並びに定期的な評価の提供するものである。 

NAPには明確な目標と期限の設定が不可欠である 

NAPが明確な目標や期限並びに具体的な適用期間を定めていなければ、曖昧であるために

NAPにおけるコミットメントについて異なる解釈が生まれるリスクがある。これにより、政

府の UNGPsの実施に対する責任が減少する恐れがある。 

政府並びに非政府のステークホルダーが定期的な評価の際、使用するできる具体的かつ測

定可能な目標設定の必要性が参加者より議論された。このような明確かつ測定可能な目標が

定められ、目標達成の期限が設定されれば、国家の講じる取り組みに対して、政府やその他

ステークホルダーのより深い理解につながると考えられる。 

コンサルテーションプロセスの改善 

参加者によって言及されたのは、政府は、NAPの策定において政府並びに非政府ステー

クホルダーの両者と、定期的かつ継続的なコンサルテーションを開催すべきという点であ

る。さらに、国家レベルでの UNGPs実施における広範囲にわたる問題、経験、専門知識を

収集するため、政府は包括的なコンサルテーションを主催すべきであるという点も言及さ

れた。市民社会とのコンサルテーションには、ビジネスと人権に係る問題の対応のみなら

ず、該当の地域社会外の関連グループを特定及び含め、NAPが対応すべき人権に及ぼす企業

による、より幅広い影響について深い理解を図るべきである。さらに、人権基盤型アプロ

ーチに則して、権利の所有者やその代表者を含めなければならない。NAPのプロセスの正

当性を示し、権利の所有者のニーズや経験を反映させるため、特に企業活動による侵害を

受けたコミュニティや、脆弱化リスクのあるコミュニティを含めなければならない。例え

ば、障がい者や民族的マイノリティ、その他マイノリティ、女性等のグループ及び／また

はこれらの代表者である。さらに参加者は、ステークホルダーが後に、NAPの定期草案ま

たは最終草案に対する政府の取り組みを評価できるようにするため、調査会の概要を一般

開示する等、政府は NAPコンサルテーションを透明性のある方法で行わなければならな

い、との意見があった。 

アフリカ市民社会とのコンサルテーション 

グローバル・ライツは、2013年 11月 25日に、人権とビジネスに関するアフリカ地域市民

社会開催の一環として、ガーナのアクラにてアフリカ市民社会のコンサルテーションを開催

した。コンサルテーションには、アフリカ諸国 13カ国から 21人の市民社会のリーダーが参
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加した。DIHRと ICARは、識見と経験を共有いただいた全参加者に謝意を示すと同時に、こ

うした取り組みにあたって卓越したリーダーシップを発揮したグローバル・ライツ、Lien De 

Brouckereに対して格別の感謝を示した。 

参加者の見解概要 

第 1段階としてのビジネスと人権に関する啓蒙及び意識向上 

参加者から指摘があったのは、アフリカ地域全般において、UNGPsを含む既定のビジネスと

人権の枠組みに対する、国家政府機関から寒村部の地域社会に及ぶステークホルダー全体の

意識の欠如であった。ここで強調されたのは、ビジネスと人権問題に関する政府、企業、市

民社会アクターの意識の向上や教育啓発を担う能力養成イニシアティブは、NAP策定プロセ

スの基本的要素でなければならないという点である。 

一部参加者から強調されたのは、こうしたイニシアティブの推進及び NAPの策定にあたっ

て、共通のプラットフォーム構築における国家や地域レベルで取り組む市民社会グループの

潜在的な役割である。しかし現時点では、市民社会グループには、このようなイニシアティ

ブを適切に実施する上での、必要な擁護ツールや資源が不足している、と参加者は指摘し

た。結果的に、ある意味で、人権問題に専心する国内人権機関（NHRI）及び政府省庁は、ビ

ジネスと人権の課題に取り組む上での主要な問題や最良の慣行という点で、様々な関連する

アクターの能力養成と意識向上において、主導的な役割を果たす絶好の立場にあると考えら

れている。 

主要な課題としての準地域、地域及び国際的なコミットメントの国家規模での実施と実行 

参加者から指摘があったのは、アフリカ諸国の政府は、多様な人権関連の問題に対応する

膨大な数の準地域、地域及び国際的法規の整備についての確約を行ってきたということだ。

しかし、国家規模でのこうしたコミットメントの実施や実行は、アフリカ地域全般において

は効果的な形で実践されていない。 

参加者が警鐘したのが、ビジネスと人権の文脈を含め、地域の人権基準の有効性に係る大

きな障害として矛盾が存在することだ。また、より広範囲な人権のコミットメントについて

政府に圧力をかけ続けることの重要性が再度提起された。法や政策を通じた、NAPの形式での

国家の実施も、各国政府に説明責任を負わせる目的から、市民社会組織の立場の強化に貢献

するだろう。 

アフリカという文脈での優先事項としての国家と企業の結びつき 

アフリカ諸国においては、ビジネス・プロジェクトへの政府による高い関与が往々にして
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見られ、政府や他の公共機関が営利活動の結果として人権に負の影響を及ぼす可能性があ

る。これは国家と企業の結びつきとして、UNGPs に明示されている。 

多くの参加者が感じていたのは、ジョイントベンチャーへの政府による関与、あるいは国

営企業の設立等により、企業活動を規制する強固な法や政策の策定における政治意思の弱体

化の恐れがあり、ビジネス関連の人権侵害のリスクを高めることにつながるのではないかと

いう点であった。そのため、企業に対する事業運営方法のガイダンスのみならず、国家の人

権基準の透明性と説明責任を促進するような法、政策及び規制の策定を要請し、国家と企業

の関係性に取り組むという NAPの必要性も強調された。 

アフリカの NAPの策定における国際的ステークホルダーの役割 

アフリカ諸国という文脈において、市民社会党のアクターが往々にして経験してきた資源

の欠乏という観点を鑑みると、アフリカ地域外のステークホルダーは、ビジネスと人権に係

る課題への取り組みについてアフリカ諸国が検討可能な法、規制及び政策を概略したモデル

NAPを策定すべきではないか、との見解が数多くの参加者から提起された。このモデルは国

家規模での実施に係る負担を軽減することから、アフリカ諸国の政府が効果的かつ効率的に

NAP策定を推進できる可能性が高まるのではないか、との指摘が寄せられた。同時に、ビジ

ネスと人権に関する国家の行動は北の先進国（グローバル・ノース）が、アフリカ諸国に課

すものと見なされるべきではない、と参加者は感じていた。むしろ、アフリカ内のアクター

が検討し、各国や各地域社会における特有のニーズと優先事項に適用させ、各政府に向けた

提言事項を具体化するための研究や事例、という形態で提起されるべきである。 

アフリカの NAPの策定における国内人権機関（NHRI）の役割 

アフリカの数多くの NHRIが、教育、女性の権利、人権等、他の政策課題に関する NAP策定

と全般的に密接に関連しているという事実から、ビジネスと人権に関する NAP策定にあたっ

て、NHRIは潜在的リーダーであると多くの参加者から声が上がった。さらに数多くの参加者

が感じていたのは、こうした地域における NAP策定のリーダーシップの役割は、アフリカ諸

国の政府内の特定の省庁より NHRIが望ましいという点であった。 

NHRIが役割を果たすため、参加者から提起されたのは、能力養成、モニタリング、研究開

発及びビジネスと人権の課題に関する、政府に対するアドボカシーの実施に特化した、独自

のセクションやデスクを NHRIが各機関内に設けるべきだ、という意見であった。 

さらに、ビジネスと人権に関する NAP策定の任務をアフリカの NHRIに割り当てることで、

NAP策定プロセスが十分となり、資源の支援を受けられないという問題の回避にも寄与するの

ではないかという指摘も聞かれた。よって、政府の省庁全体でこうした任務を引き受けるの
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ではなくむしろ、NAP策定の任務を担う単一の機関を決定することで、利用可能かつ適切な資

源配置について、十分な検証と評価がより容易になると考えられる。 

基礎評価と報告及びモニタリングのメカニズム 

参加者が強調したのは、NAP策定に先立って、ビジネスと人権に関する国家の実施状況に

ついて、国内規模の基礎評価を実施することの重要性であった。参加者によると、法務的な

枠組みの評価に加えて、その地域の社会的な文脈の評価が含まれるべきとの意見があった。

さらに参加者から強調されたのは、NAPが継続的な影響力を確保するため、地域と国家レベ

ルでの強固な報告システムを持つ必要性であった。また、ビジネス関連の人権侵害への対処

における、国家の進捗状況の定期的な評価の必要性も同様に強調された。 

現行の法規制を明確化する機会としての NAP 

NAPは、アフリカ諸国の既存の法律や規制に求められてきた明確性を提供するものである

と参加者は感じていた。特に NAPは、既存の会社法や刑法の枠組みにおける企業の人権任務

や、消費者保護や労働法における人権側面、及びアフリカ内の成長を遂げつつある情報通信

技術（ICT）セクターの人権的な含意、並びにアフリカ管轄圏内の裁判上の救済措置にあたっ

ての提起場所を明確にする役割を果たし得る。 

その他の見解として、一部のアフリカ憲法が国家関連以外のアクターに適用されると、企

業は立憲上の権利に関連した任務者としての立場を帯びることになり、国家規模の基礎評価

及び NAPにおいて、国家が取り組むべき付加的な課題となっていることが挙げられた。 

アフリカのビジネスと人権の一体化構築 

グローバル・ライツが主催したアフリカ地域の人権とビジネスに関する市民社会会合の開

催中、アフリカ企業説明責任連合（ACCA）と呼ばれる新たな地域ネットワークが参加者によ

って設立された。この背景には、参加者による高い関心があり、ビジネスと人権の課題に取

り組む市民社会組織の中心的役割を果たすことが期待されている。 

アフリカ大陸全域には、依然としてガバナンスに関する多くの課題が残されている一方

で、広範囲な数のステークホルダー・グループが、ビジネスと人権に関する国家のイニシア

ティブを推進するという目的から協調を始めているという点が、参加者から挙げられた。こ

うしたイニシアティブが示唆するのは、人権や環境面のインパクト評価中に地域社会やその

代表者による関与、包括的なプロセス並びに権利ベースの参加プロセスを通じて、ビジネス

と人権に関するステークホルダーの能力養成にあたっての期待である。 

NANHRIメンバーとのコンサルテーション 
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アフリカ国内人権機関ネットワーク（NANHRI）が、2013年 11月 28日に、「ビジネスと人

権：国内人権機関（NHRI）の課題、機会、役割」というテーマで、第 9回隔年会議の一環と

してガーナのアクラにて NANHRIメンバーとのコンサルテーションを開催した。コンサルテー

ションには、アフリカ地域の 50を超える数の NHRI代表者が参加した。DIHRと ICARは、識

見と経験を共有いただいた全参加者に謝意を示すと同時に、こうした取り組みにあたって卓

越したリーダーシップを発揮した NANHRIに対して格別の感謝を示した。 

参加者の見解概要 

全般的な人権プロセスへのビジネスと人権の統合 

参加者から指摘があったのは、数多くのアフリカ諸国の政府がすでに人権全般に関する NAP

策定を約束しているか、もしくはすでに検討中ということである。各国の文脈、策定に係る

任務、審査及び計画の承認に応じて進捗状況は様々だが、こうした計画は NHRI、議会、省庁

機関あるいはその他の政府組織に立脚するものと考えられる。 

これを背景に、一部の諸国におけるビジネスと人権に関する独立した NAPの策定は、現行

の慣行や実践と重複し、冗長につながる恐れがあり、かつ、資源の非効率的な使用につなが

るのではないかという懸念が、一部の参加者から提起された。結果として、人権全般の NAP

に係る既存のプロセスに、ビジネスと人権に関する課題の統合を考慮すべきだという声が挙

がった。 

国家基礎調査の有用性 

参加者から注目を集めたのは、国家レベルでのビジネスと人権の課題に関連した政府省

庁、規制機関及びその他の公的組織全体の責任の分散であった。また、同時に、UNGPsの広域

な範囲を背景に、ビジネスと人権に関する極めて膨大な数の法制定と政策が現存しているこ

とも注目された。 

これを踏まえて、これら情報機関や組織の協調や正当化にあたって、全てのステークホル

ダーにとってのビジネスと人権に関する基礎調査の潜在的な有用性が参加者から強調され

た。つまり、ビジネスと人権を対象とする規制枠組みに関する情報が必要となる際に、国家

基礎調査及び NAPは、政府機関、企業及び市民社会並びに NHRIにとっての権威ある総合サー

ビス機関となり得るのである。



78 
 

NAP 策定における NHRI の期待される役割 

参加者から指摘があったのは、人権の推進及び保護という義務を鑑みた際、NHRIは NAPの

策定にあたって政府への助言と、支援並びに人権ベースの NAPプロセスの設計において重要

な役割を果たしうるのではないかということであった。同時に、NHRIは特に基礎調査の引受

という点で、NAPの策定に係る基礎を構築する役目を担うことができるはずである。ただし、

特にアフリカ諸国の NHRIを中心とする数多くの NHRIは、こうした任務の実行にあたって相

当な課題を提起することが参加者から指摘された。 

NAP に関する政府の参入障壁の緩和 

参加者から指摘が挙がったのは、資源の制約に加えて、ビジネスと人権に関する NAP領域

における現時点までのアフリカ政府の関与が不十分であることだ。こうした制約を緩和する

目的から、アフリカの状況下にて適用可能な、知識共有あるいは協働アプローチの採用が提

案された。またその結果として、2国以上の政府の協調的な取り組みにより、基礎評価と NAP

を策定できるのではないかと示唆された。さらに、UNGPs等に概略されるビジネスと人権の基

準の国内規模での実施に係る方策や進展について、国家が委員会に報告を行う要件を通じ

て、「人権と人々の権利に関するアフリカ委員会」は地域レベルで NAPの策定を推進し得る

のではないかとも提起された。 

NAPに組み込むべき重要な課題 

以下は、参加者から強調されたアフリカという文脈における、基礎調査及びビジネスと人

権に関する NAPによって対応が図られるべき課題である： 

• 国際的な投資協定並びにこうした協定の実施にあたっての条項や、手順への人

権保護の統合 

• 環境インパクト評価の法制定並びにこうした評価の実施に関連した人権考察、

効果的な参加及び透明性の統合の必要性 

• 地域内のあらゆるステークホルダー・グループに対する、ビジネスと人権に関

する課題についての能力強化の必要性 

• 特に中国を中心とするアジア諸国からの直接外国投資の流入 

参加者が指摘したのは、ビジネスと人権に関する国家基礎調査の実施は、上述及びその他

の潜在的な問題を明確にし、またこういった問題へ戦略的に取り組む NAPの開発にあたって
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基盤となる十分な情報を提供することである。 

さらにアフリカ地域の管轄地域全般に共通する懸念事項に関しては、各 NAPに包含される

各国固有の実施措置に加え、地域レベルでも最良の慣行及びガイダンスが策定可能ではない

かという点も参加者から示唆された。 

NAPはチェックリスト・アプローチではなく、反復アプローチであるべきだ 

前述したように、NAPの策定はビジネスと人権に関する多様な政府活動や政策を 1つに統

合する機会として、アフリカ諸国に大きな恩恵をもたらすことが参加者から提起された。同

時に、NAPは 1回限り実施されるような政府にとっての「チェックリスト」となってはなら

ないと参加者は警鐘を鳴らした。むしろ、国内の実施が継続的、漸進的であり、一貫性を持

ってステークホルダーに周知されるように、NAPは報告要素を備え、また NAPプロセスは反

復型で長期にわたり継続するものであるべきと指摘された。 

中南米でのビジネスと人権の枠組みに関する国家の関与についてのコンサルテ

ーション 

2014年 3月 17～18日に、コロンビアのボゴタにて「中南米でのビジネスと人権の枠組み

実施に関するコンサルテーション」が開催された。このマルチステークホルダーのイベント

には政府、市民社会、先住民族組織、学術界、企業や投資家のコミュニティ、NHRI及び国際

組織の代表者をはじめ、中南米地域内外から約 64人が出席した。イベントの目的は、ビジネ

スと人権に関する NAPの策定を含め、2011年に採択された国家による UNGPsの実施に係る経

験と進捗状況の共有であった。 

DIHRと ICARは、識見と経験を共有いただいた全参加者に謝意を示すと同時に、こうした

取り組みにあたって卓越したリーダーシップを発揮した Dejusticia、コロンビア政府の人権

と国際人道法のための大統領プログラム、Sustentia Innovación Social、スペイン政府の

国際発展協調スペイン機関（AECID）、CIDSE、ドイツ人権機関、先住民族問題に係る国際作

業グループ（IWGIA）、軍隊の民主的統制のためのジュネーブ・センター（DCAF）、国際教育

機関（IIE）に対して格別の感謝を示した。 

参加者の見解概要 

政府はビジネスと人権の課題に取り組むものの、さらなる意識向上と能力養成が不可欠であ

る 

中南米地域圏の多くの国家は、国内、地域及び国際レベルにて、ビジネスと人権の課題に
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対しある一定の取り組みの実施しており、参加者はこれを認識していた。依然として、UNGPs

等現行のビジネスと人権の枠組みに対する政府の意識、理解及び関与については相当のギャ

ップが存在している。NAPプロセスは、国内法、規制、政策及びプログラムを含め、政府がコ

ミットメントを実行する方法について議論するプラットフォームを提供するため、これらの

ギャップを軽減する有望な方策としての NAPの意義が参加者から強調された。 

マルチステークホルダーへのコンサルテーションは不可欠である 

ステークホルダー・グループについて、包括的かつ透明性のあるコンサルテーションプロ

セスは、NAPの策定と実施にあたり不可欠要素であると参加者から意見があった。同時に、

対立的ではなく建設的なマルチステークホルダーへのコンサルテーションの実現は、政府、

企業、市民社会のアクター及び地域社会の間で歴史的に紛争が絶えず、緊張状態が続く地域

においては課題であるとも示唆された。この文脈では、NAPは新たな前向きな取り組みにあ

たって道筋を提供するものであると見られている。ただし、ステークホルダーがコンサルテ

ーションの場に参加し、NAPの策定、実施及び評価の全般にわたり一貫した関与が必要とな

る。 

NAP プロセスはビジネスと人権、及び人権のデュー・ディリジェンスを含む CSRの関係性を明

確にすべきである 

政府やその他のステークホルダーが地域レベルで意思疎通を図る際の、異なるが、相互に

関連するビジネスと人権及び企業の社会的責任（CSR）の概念について一貫性が欠如している

ことに対する不満が多くの参加者から述べられた。また、人権デュー・ディリジェンスの概

念や企業に対する政府の期待の明確化にすることの必要性も強調された。NAPのプロセス

は、企業による個人やコミュニティが受ける影響に対処する将来的なイニシアティブを含

め、広範囲にわたりビジネスと人権の分野において使用される共通の言語となり、相互理解

を促すため、NAPは体系的かつ首尾一貫した方法で、明確性を提供する機会として認識され

ている。 

先住民族は特にビジネス関連のマイナスの影響に晒されやすい 

中南米地域の NAP策定と実施のプロセスには、先住民族及びその代表者を包含することの重

要性が強調された。NAPは、さらなる意識向上並びに先住民族の権利に関する宣誓や ILO第

169条約等、先住民族の権利を支援する既存の国際及び地域の基準の効率的な活用に寄与す

る。こうした枠組みは、発生した悪影響に対する先住民族の効果的な司法へのアクセス及び自

由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意された基準等、NAPに具体的な内容を提供す

る。NAPプロセスを通じて脆弱な人々に権限を付与することの重要性も指摘され、NAP関連の

コンサルテーションでは、地域や先住民族が使用する言語への翻訳を含め、適切な意思疎通の
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手法に対する必要性が示唆された。 

国家と企業の結びつきが中南米における優先事項である 

数多くの中南米諸国では、投資や開発プロジェクトにおける国家の高い関与が確認されて

いる。共通して、どこまでが政府のアクションでどこからが企業活動かという、政府と企業

活動の境界についての混乱が起こりやすい。また、この商業活動の結果、政府が人権侵害し

うるというリスクも生ずる。特に、採取セクターのケースにおいて、開発銀行やその他の金

融機関への国家の関与及び、貿易協定の交渉の場で起こるようである。参加者の中には、こ

うした分野への国家の関与が、企業活動を規制する強固な法や政策の策定に対する政治的意

思を減少させることにつながったと感じていた。したがって参加者は、特にこの地域の NAP

は、民間セクターの政策や取り組みだけではなく、企業活動に関わるあらゆる側面から人権

への考察をするため、公的セクターもコミットすべきである点を強調した。 

特定の人権、権利保持者及びセクターと関連する UNGPs の実施における目標を定めたガイドラ

インが極めて有益となる 

一部の参加者から提起されたのは、地域内の主要な懸念事項となっている特定の人権、権

利保持者及びセクターに対する、UNGPsの対処法についてのより具体的なガイドラインの必

要性であった。こうしたガイドラインは、ビジネスと人権に関する国内の実施を評価するの

に役立つ。加えて、具体的なテーマ別に UNGPsを分割する NAP関連のツールやガイドライン

の策定への参加者の高い関心が明らかになった。こういったツール等は、現行の法や政策の

枠組みに関する優先領域における、政府のパフォーマンスの評価とモニタリングを目的に政

府内外で活用することができる。 

NAPは政府内や政府間の政策の一貫性を向上させる 

参加者からは、政府省庁、部門及び／または機関や、これまでの地域内の政府間や政府組

織間の協調と意思疎通における欠如について不満が挙がった。こうした欠如は、ビジネスと

人権に関する一貫した政策の策定及び実施を妨げるものと参加者は認識していた。NAPは、

ビジネスと人権関連の課題に関与するあらゆる政府組織に特定の任務を割り当てることで、

ビジネスと人権に関する枠組みに向けた政府全般並びに部門の枠を超えた取り組みの促進を

しなければならないとの主張が参加者から寄せられた。さらに、NAPの策定と実施における最

良の慣行や教訓を共有するため、地域レベルでのさらなる取り組みが不可欠であることも提

起された。 

NAPは既存の人権プロセスに統合可能である 
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中南米地域の一部政府は、人権に関する NAPまたは国家策定計画の策定を完了、もしくは

策定段階にある。これを前提に、一部参加者から提起されたのは、ビジネスと人権に関する

独自の NAPの策定が既存のプロセスと重複し、冗長を生み出す、あるいは資源の非効率的な

利用につながる恐れであった。結果、2つ以上のプロセスを並行するのではなく、むしろ、

地域の状況に応じて、ビジネスと人権に関する NAPプロセスを関連する国家のイニシアティ

ブに統合、もしくは特定のビジネスと人権に関する NAPの策定中に、こういったイニシアテ

ィブを参照または整合させるべき、と示唆された。 

地域外での政府の役割 

ビジネスと人権に関する NAPの策定は、欧州内の政府が取り組んだ成果や進捗を鑑みて、

NAPの策定、実施及び定期的な評価にあたって、能力及び資源の効率性を最大化する目的

で、国家間の連携や相互学習の可能となると一部の参加者から強調された。特に、ビジネス

と人権が国境を越えた性質を有することや、中南米外の政府の慣習や政策の重大な影響は、

地域内政府の NAPsの中で対処されなければならない(例えば中国やカナダ)ことから、協調的

な努力と情報共有の必要性が訴えられ、特に重要であると強調された。 

目標ではなく、人権の保護という国家の義務を履行する手段としての NAP 

大半の参加者から賛同が得られたのは、ビジネス関連の悪影響からの人権を保護するとい

う義務への、中南米政府の関与において NAPは重要なツールの役割を果たすことである。同

時に、NAPは、こうした国家の義務の履行に向けた進捗状況について、国家に説明責任を負

わせるという点において、全てのステークホルダーにとって有用なメカニズムであると認識

された。しかし、最初の NAP策定自体が最終目標であると捉えるのは危険であると、一部の

参加者から警鐘が鳴らされた。それは、国家が最初の NAPを策定しても、その後も多くの任

務が存在するためである。結果として、国内の実施が漸進的、かつ透明性を持ち、意見や変

化する状況に対応していくために、NAPプロセスは、継続的なモニタリング及び報告のメカ

ニズムを包含するべきだという点で参加者が同意した。 

アジア太平洋でのビジネスと人権の枠組みに関する国家の関与についてのコン

サルテーション 

NAPプロジェクトは、2014年 4月 11～12日に、インドのデリーにて「アジア太平洋のビジ

ネスと人権の枠組みの国内実施に関するコンサルテーション」を開催した。このマルチステー

クホルダーのイベントには、政府、市民社会、先住民族組織、学術界、企業や投資家のコミ

ュニティ、NHRI及び国際組織の代表者陣を含む、アジア太平洋圏内外の約 52人が参加し

た。イベントの目的は、ビジネスと人権に関する NAPの策定を含め、2011年に採択となった
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国家による UNGPsの実施に係る経験と進捗状況の共有であった。 

DIHRと ICARは、識見と経験を共有いただいた全参加者に謝意を示すと同時に、こうした

取り組みにあたって卓越したリーダーシップを発揮した香港ロースクール大学、O.P.ジンダ

ル・グローバル大学、ドイツ人権機関、先住民族問題に係る国際作業グループ（IWGIA）、軍

隊の民主的統制のためのジュネーブ・センター（DCAF）、国際教育機関（IIE）に対して格別

の感謝を示した。 

参加者の見解概要 

アジア太平洋全域の政府はビジネスと人権の課題に対し、より積極的に関与すべきである 

参加者から一貫して指摘されたのは、アジア太平洋地域には政府間の活動的な組織が存在

するにもかかわらず、こういった組織やそのメンバーである個々の政府は、ビジネスと人権

に関する問題に対する効果的な取り組みまでには至っていないということだった。同時にコ

ンサルテーションの中で再三にわたって強調されたのは、大半の場合、強固な国内法が制定

されているにもかかわらず、実際は実施及び強制が欠如しているということだった。他方、

国内人権機関、市民社会組織及び学会は活発で、ビジネスと人権に関する課題に積極的に着

目していることが評価された。 

NAPプロセスは公に対する説明責任並びに知識の集中化とビジネスと人権についての理解にお

いて鍵となる 

数多くの参加者から、NAPの策定と実施は、企業活動に関連する人権の保護にあたって政

府に説明責任を負わせるための集中システムの構築における重要な機会であるとの認識があ

った。これには、特に国際及び地域の条約や国内法の実施が含まれる。 

同時に多くの参加者から、NAPはあらゆるステークホルダー・グループの意識向上と能力養

成、並びにステークホルダーがプロセスの開始時から意見を発する機会を確保する目的とし

た包括的かつ透明性を持つ、マルチステークホルダーのアプローチの策定にあたっての有望

な機会であるとも捉えられていた。 

ビジネスと人権の枠組みの国内での実施はより広範な人権プロセスに統合されるべきである 

参加者から指摘されたのは、アジア太平洋地域の多くの政府が人権に関する NAPの策定を

完了、もしくは策定途上の段階ということであった。一部の諸国では、ビジネスと人権に関

する NAP単体のみの策定は、既存のプロセスと重複し、冗長性を生み出す、あるいは資源の

非効率的な利用につながるかもしれないとの懸念が一部の参加者から提起された。そのた

め、ビジネスと人権に関する課題を地域の状況に応じて、既存及び関連する国家イニシアテ
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ィブに統合するべきだと示唆された。 

国家と企業の関係及び政治的腐敗が地域全体の大きな課題である 

多くの政府は、採掘セクターや天然資源プロジェクトにおいて直接的な役割を果たしてい

ることから、国家と企業の関係が重要な課題であるという議論が参加者から挙がった。鉱業

に起因する経済機会、クローニー資本主義のネットワーク、及び地域内の国家と企業の緊密

な結び付きこそが、社会的かつ環境的に持続可能な開発にあたって、人権に及ぼす影響や懸

念の十分な考慮なしに、国家が短期的投資による金銭的利益を得ようと躍起になっている理

由である、と確認された。NAPはこうした課題への対処を推進する上で不可欠であり、地域

全般の持続可能な開発には欠くことのできない、人権関連の法と政策の認知を推進すること

で対処すべきだということが提起された。同時に NAPは、国家が重要なビジネスの役割を果

たす官民パートナーシップ、公的調達プロセス、輸出信用機関、年金機構及びその他の分野

の人権デュー・ディリジェンスに焦点を当て、寄与すべきである。 

参加者の意見では、さらに重要な点は、アジア太平洋地域全般の政府内の腐敗であった。

特に、政府による委託事業の影響を受ける地域社会に対するプロセスや資源に対する苦情、

及び政策と実際の事業活動の間で頻発するギャップに対する不満が、参加者から強調され

た。NAPは政府出資または政府支援のビジネス・プロジェクトに対する、より効果的なモニ

タリングと公開報告を政府にコミットさせることで、ギャップの解消を図るべきである、と

参加者から指摘があった。 

ビジネスと人権及び CSR との明確な区別 

参加者から強調されたのは、地域の政府及びその他のステークホルダーは、其々ビジネス

と人権について異なる定義に準ずることが多く、特に、ビジネスと人権の概念と企業の社会

的責任（CSR）と明確に区別できないことであった。 

NAPプロセスは、こうした異なる概念の明確化並びにステークホルダー・グループ全体の共

通の概念的枠組みの策定を可能にする、国家レベルのコンサルテーションの機会である、と

参加者は捉えていた。 

中央機関または組織が NAPプロセスを管理すべきである 

国家の NAPの明確なオーナーシップ並びに NAP策定プロセスに係る正当性は、NAP の成功

には不可欠である、と参加者から強調された。こうした目的から、中央政府の機関や組織が

NAP 策定プロセスの全段階において主導と実施を担うか、あるいは別途、専門の機関等の設

置が望ましいと一部の参加者から示唆された。中央機関や組織は政策の一貫性を確保するた

めにあらゆる政府省庁や部門からの代表者を受け入れるべきだと主張する参加者が見られた
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一方、そうした機関や組織は同時に、NAP の実質的内容についての意見を汲み取るため、影

響を受けた地域社会を含むべきだと提起する参加者も見られた。 

さらに、NAP 管轄の任務を担う組織が何であれ、財務的にも政治的にも独立した組織である

ことが不可欠であるという見解が確認できた。同時に、こういった組織には NAPの実施をモ

ニタリングするメカニズムが設置されるべきだ。例えば、NAPのモニタリングメカニズムは普

遍的・定期的審査（UPR）モデルを基盤とし、将来的に向けて持続的な実施を支援するための

提言や進展について、マルチステークホルダーとの定期的なコンサルテーションを実施すべ

きであると多くの参加者から指摘があった。また、国内人権機関は、このプロセスにおい

て、NAPの草案及び直接政府との協働により、プロセスの支援が可能となるのではないか、

という点も示唆された。 

国家実施戦略の策定にあたって、地方及び地域レベルは考慮されるべきである 

数名の参加者から指摘があったのは、地方自治体等の地方や地域の政府は国家政府構造か

ら自立して運営される等、自動的に国家戦略に包含されないことであった。そのため、NAP

の策定と実施において、多様なレベルのステークホルダーを関与させることの重要性が強調

された。 

NAPは既存の基準、モデル、ツールを基礎に策定されるべきである 

国家は、NAPの内容の作成、優先事項の決定にあたって「ゼロ」からはじめるべきではな

いという見解があった。それよりも、この地域で有効な採取産業透明性イニシアティブ

（EITI）や国際金属・鉱業評議会（ICMM）等、マルチステークホルダー・イニシアティブや

産業協会による既存の基準に目を向けるべきである。また、核となる国際労働機関（ILO）条

約を含め、政府による既存の国際人権基準の導入及び実施の必要性を強調する参加者もい

た。同時に、地域での介入の成功事例を参考にすべきである。例えば、人権に及ぼす悪影響

を伴う国内の犯罪シンジケートの撲滅を目的とした、日本政府が企業との契約に包含を義務

付ける反暴力団の枠組みが挙げられる。 

先住民の人権は企業活動による影響を受けるリスクが高い 

世界中に点在する約 3億 5,000万人の先住民族の 2/3以上が、アジア太平洋地域に暮らし

ている。したがって、先住民の権利は、アジア太平洋地域の NAPプロセスにおいて優先され

るべきだと参加者から強い賛同が得られた。また NAPは、先住民が暮らす地域に影響を及ぼ

すような開発過程において関与できるようにすべきであり、また影響を受ける地域社会との

自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意が、関連する開発プロジェクトにおいて

不可欠であることを明示すべきだ、という意見があった。 



86 
 

さらに参加者から提言があったのは、NAPは、司法へのアクセスおける先住民が直面する

特定の課題について、対処すべきだということであった。具体的には、NAPは、先住民に対

して、ビジネス関連の人権侵害に係る救済を付与するメカニズムの策定における要因となる

べき、インフォーマル並びに慣習的な紛争解決の形態を、規定すべきである。 

NAPはインフォーマル部門に取り組むべきである 

アジア太平洋地域においてインフォーマル経済は、経済活動全体においての大きな部分を

占める。一部の参加者からは、NAPはインフォーマル部門に直接対応し、人権に及ぼす悪影響

を軽減しうる措置を検討すべきという提言であった。他方、NAPは主としてフォーマル経済を

重視していることから、サプライチェーン経由等、NAPのインフォーマル部門との関与は、フ

ォーマル部門と交差する領域においてのみに制限すべきという意見が、別の参加者から聞か

れた。 

ビジネス関係者とのコンサルテーション 

人権に関するグローバル・ビジネス・イニシアティブ（GBI）が、2014年 4月 9日に、イ

ギリスのロンドンにおいて、「ビジネス実践者とのプロジェクトのコンサルテーション」を

開催した。コンサルテーションには企業やビジネス協会の代表者等、幅広いセクター及び地

域から約 48人が参加した。DIHRと ICARは、識見と経験を共有いただいた全参加者に謝意を

示すと同時に、こうした取り組みにあたって卓越したリーダーシップを発揮した GBIに対し

て格別の感謝を示した。 

参加者の見解概要 

国家による UNGPs の実施及び NAPの支援、並びにグッド・ガバナンス及び法の規則の強化に

あたっての、継続的な取り組み 

全体として参加者は、国家による UNGPsの実施に対して強い関心と支援を示した。NAPは、

人権の尊重という取り組みに対する期待を明確化し、企業を支援する有望な方策であると多

くの参加者が考えた。同時に、並行して、UNGPsの実施にあたっての関連の高い文脈因子とし

て認識される基本的な法の規則及びガバナンスの課題に取り組むために、国家は他国政府の

能力養成プログラムを継続的に支援すべきであると参加者から指摘が上がった。 

マルチステークホルダーのプロセスは、NAPの策定と実施にあたって重要である 

参加者は、国家レベルの信頼性を持つ徹底した管理下のマルチステークホルダーのプロセ

スは、NAP の内容の周知とその実施の支援にとって鍵となるのではないかと感じていた。特
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に、NAPの内容がその優先事項に対して適切で関連性が高く、かつ信頼できるものにするに

は、包括的かつ透明なプロセスが不可欠になるのではないかという指摘が寄せられた。 

緊迫した、体系的かつ深刻な人権リスクへの資源集中 

参加者からは、ビジネスと人権に関する再発する影響とリスクは、多くのバリューチェー

ンに存在する人々へのリスク及び事業リスクであると提起された。こうしたリスクには特

に、土地の権利、人身売買、安全性、児童労働、プライバシー並びに抵触法等が含まれる。

こういった問題は、往々にして最も深刻で取り返しのつかない人権への影響を伴うが、現時

点では、企業の人権デュー・ディリジェンスが唯一これらに対処できるものだ、と参加者か

ら指摘があった。そのため国家は、人権へのプラスの影響を主導する、一貫性のある期待、

基準、要件及び介入を策定するために、この分野の支援を優先的にすべきであるとの見解

が、参加者より表明された。 

NAPはビジネスの実践と活動のみならず、国家のあらゆる経済政策、戦略、活動にも対応すべ

きである 

NAP が主に、もしくは専ら、民間企業の活動に着目するという可能性について、NAP は国

家の独自の経済成長計画、投資戦略、二者間協定、貿易や通商の振興の取り組み並びに開発

支援といった、UNGPs の第 1 の柱の全範囲に対応する必要性が参加者から強調された。例え

ば、地域経済のコミュニティや国際金融及び通商機関等、多国間という文脈における計画と

規則策定に国家が関与するような場面において役立つ、と参加者から指摘があった。 

ビジネスの実践において、NAP には法制定や規制が包含されるべきであるが、必ずしもこの限

りではない 

参加者から提起されたのは、NAPは UNGPsの第 2の柱に規定されているように、人権の尊

重という企業の責任に関する法制定と規制の策定のみに焦点を置くべきではない、というこ

とであった。法規制は一定の状況下では、不可欠で効果的であると考えられる一方、NAPは

企業に対する国家の期待の設定並びに企業による責任ある行動に対する奨励や報償等、国家

が採用可能なその他の措置を積極的に考慮すべきである、との主張が展開された。これはガ

イドラインの策定及び UNGPsに適合する明確な期待の設定を目的として、CEOや上級リーダー

に提案するといった活動を包含することが可能だと思われる（例えば、企業の社会的責任

（CSR）の概念の明確化並びにビジネスと人権の概念との関係性）。さらに、人権の尊重を明

確に実施する企業を報償する等、国家がすでに企業の慣行や実践に影響を及ぼすべく自らの

力を駆使している事例として、許認可と公的調達が示唆された。よって、ビジネスと人権と

いう文脈における許認可と公的調達の採用により、実現可能となる成功事例や教訓を選定、

見直すため、NAPは政府によるコミットメントを包含すべきとの主張が、参加者から提起され
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た。 

NAP や国家による UNGPs の実施には、各産業とマルチステークホルダーのイニシアティブの既

存の手法とツールを活用することができる 

過去 20年以上にわたって、各産業とマルチステークホルダー・イニシアティブが企業によ

る人権の尊重を支援する多彩な手法とツールを生み出してきたことが参加者によって認識さ

れた。結果、国家はこういった既存の手法とツールを、自国の UNGPs実施に組み入れること

が可能ではないかと、示唆された。参加者から聞かれた主な事例として、(1)採掘産業の許認

可に専心する国家はセクターの関連イニシアティブによって開発されたインパクト評価ツー

ルを活用することができる、(2)NAPに調達に係る措置を組み入れる場合は、民間セクターや

特定のセクターのイニシアティブのサプライチェーン管理のアプローチを応用することが可

能である、といったことが挙げられた。 

「保護、尊重、救済」の枠組みに適した救済へのアクセスが NAP の範囲内で対処され、あら

ゆる種類の救済措置が模索されるべきである 

参加者から強調されたのは、NAPがビジネス関連の人権侵害にあたって司法及び／または

非司法双方の救済措置に対応すべきということだった。同時に、多くの国々では関連の法制

定が往々にして策定され、救済が技術的に利用可能である一方、司法へのアクセスに係る大

きな障壁の 1つが国家レベルでの実行の不足であることも主張された。さらに、NAPは代替

の紛争解決等、非司法メカニズムの策定と実施を後押しする対策が組み込まれるべきだと示

唆された。 

国家間の知識共有と能力養成の支援 

参加者からは、グローバル規模での UNGPsの実施を加速化させるために、NAPが世界の全

地域で策定されることが要望としてあがった。公平な競争の環境の整備にあたっては、既に

NAPを策定済みの国家及び／または UNGPsの実施段階にある国家は、相互学習及びグッド・

プラクティスの普及等、自国の経験を通じた他国の支援が望まれる。ただし、UNGPsの実施

プロセスは各国の異なる環境では、必然的に其々が固有であるという事実を考慮して実践さ

れるべきとの声が聞かれた。さらに参加者から強調されたのは、NAPが外部のみ特化するの

ではなく、同時に自国内のビジネス関連の人権への影響にも、十分対処できるよう目指すべ

きということだった。その上、多様な環境下で業務に従事するビジネスの代表者である参加

者からは、NAPプロセスは、可能な限りあらゆる国家にて一貫性を持ち、ビジネスに係る要

件が国家間で類似するように確保、及び、投資、事業運営及びビジネス関係の課題を軽減す

るという目的を備えるべき、との意見が上がった。 
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付録 4：国家基礎評価（NBA）テンプレート 252
 

第 1 の柱 

  

指導原則 1 

国家は、その領域及び／または管轄内で生じた、企業を含む第三者による人権侵害から保護しなければならない。そのために、

実効的な政策、立法、規制及び裁定を通じてそのような侵害を防止し、捜査し、処罰し、そして補償するために適切な措置をと

る必要がある。 

指導原則 1 の解説 

国家は、国際人権法上の義務により、その領域、及び／または、管轄内にある個人の権利を尊重、保護及び実現する必要がある。こ

れは、企業を含む第三者による人権侵害から保護する義務を含む。 

人権保護は国家が担う義務である。これは、国家に求められる行為基準であることから、国家は、私人による人権侵害それ自体に対

し責任を負うわけではない。しかし、このような侵害が国家に起因している場合、あるいは私人による侵害を防止、捜査、処罰及び

補償するための適切な措置を怠った場合には、国家は国際人権法上の義務に違反することになりかねない。国家は、一般的に、これ

らの措置について決定する裁量を持つが、政策、立法、規制及び裁定を含む、許容される範囲であらゆる防止と救済の措置を考慮す

べきである。国家はまた、法の前の平等を確保する措置をとり、その適用における公平性、そして責任のしかるべき明確性、法の安

定性並びに手続的及び法的透明性を規定することにより、法の支配を保護し促進する義務がある。 

 
1.1. 国際及び地域法律文書 

国家による関連の国際並びに地域法律文書の調印及び批准 

指標 問い 

国際人権法律文書 政府は、ICERD、ICCPR、ICESCR、CEDAW、CAT、CRC、ICMW、CPED、CRPD、ILO中核的条

約、他対応プロトコル等、関連する国際人権法律文書に調印並びに批准しているか。 
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指導原則 1 

地域人権法律文書 
政府は、アフリカ（Banjul）人権憲章、米州人権条約、欧州人権条約、他対応プロトコ

ル等、関連する地域人権法律文書の署名捺印並びに批准しているか。 

その他の人権法律文書 政府が調印及び批准している、その他の関連する人権法律文書の有無。 

実施状況 ギャップ 

政府が調印及び批准している、関連する全ての国際及びに

地域レベルの法律文書のリスト並びにこうした文書に関係

する政府による留保、合意または宣言のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

1.2. 国際及び地域レベルのソフト・ロー文書 

国家による関連する国際並びに地域レベルのソフト・ロー文書の調印及び批准 

指標 問い 

国際 人権ソフト・ロー文書 
政府は、UDHR、その他の UN 宣誓及び／または決議、ILO 三者宣言等の、国際人権ソフ

ト・ロー文書に調印及び批准しているか。 

地域 人権ソフト・ロー文書 
政府は、人間の権利と義務に関する米州宣言やアセアン人権宣言等の、地域人権ソフ

ト・ロー文書に調印及び批准しているか。 
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指導原則 1 

その他の人権ソフト・ロー文書 政府が調印したその他の関連する人権ソフト・ロー文書の有無。 

 実施状況  ギャップ 

政府が調印している、関連する全ての国際及び地域レベルの

人権ソフト・ロー文書のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や質問から明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

1.3. ビジネスと人権に関する国連指導原則 

国家は積極的に UNGPsの実施に取り組んでいるか。 

指標 問い 

正式な支援の表明 国家は、UNGPsに係るサポートの正式な表明を行っているか。 

実施体制 
実施措置の任務を担う機関の設置、または内部資源の割り当て等を通じて、国家は UNGPs

の実施を確約する仕組みを備えているか。 

キャパシティ・ビルディング 
ワークショップ、会合、その他のイベント等を通じて、国家は政府関係者や地域市民に

対して、UNGPs に関する知識及び情報を提供し、彼らのキャパシティ・ビルディングを行

う手段を策定しているか。 
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指導原則 1 

情報 
公共のメディアソース、内部ガイダンス文書またはその他の資料などを通じて国家は

UNGPs に関する情報の普及に努めてきたか。 

その他の UNGPs実施措置 国家は、国内の UNGPs実施にあたって、その他の措置を講じてきたか。 

実施状況 ギャップ 

上記指標で明記の通り、積極的な UNGPsの実施に関係する国家

の活動の全リスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

1.4. その他の関連するスタンダードとイニシアティブ 

国家はビジネスと人権に関連するその他のスタンダードやイニシアティブの支援や関与を行っているか。 

指標 問い 

スタンダード 
政府は、IFC パフォーマンス基準、OECD 多国籍企業行動指針及び UN グローバル・コ

ンパクト等、ビジネスと人権に関するその他のスタンダードを支持してきたか。 

イニシアティブ 

政府は、グローバル・ネットワーク・イニシアティブ（GNI）、民間軍事会社協会の国際

行動規範（ICoCA）、安全と人権に関する自主原則（VPs）等、ビジネスと人権に関するイ

ニシアティブ、マルチステークホルダー等に関与してきたか。 
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指導原則 1 

実施状況 ギャップ 

政府による関連する支援及び／または関与の全リスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

1.5. 国内法及び規制 

国家の一般法はビジネス関連の人権侵害の防止を規定しているか。 

指標 問い 

憲法 憲法には、人権保護を目的とした表現が盛り込まれているか。 

労働法 政府は、労働者の権利の保護と推進を保証する労働に関する法や規制を策定しているか。 

環境法 

政府は、清浄な水、澄んだ空気、耕作可能な土地等、健康、健全な環境及び生活環境に

ついての、市民の権利の保護と推進を保証する、環境に関する法や規制を策定している

か。 

財産及び土地管理法 

政府は、慣習的な土地権利の認知並びに環境や社会インパクト評価及び関連する許認可

慣行への人権考察の包含等、市民権利の保護と推進を保証する、土地管理に関する法や

規制を策定しているか。 
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指導原則 1 

安全衛生法 
政府は、労働者や地域社会の身体面と精神面の両方の健康を保証する衛生安全に関する

法と規制を策定しているか。 

会社法、証券法 
政府は、財務報告、登記、株式上場要件等、人権に係る企業の倫理的な行動や企業によ

る人権尊重を保証する企業株券に関する法と規制を策定しているか。 

税法 政府は、倫理的な企業行動を保証するための税務に関する法と規制を策定しているか。 

商取引法 
政府は、貿易や通商における人権の保護と推進を支援するような貿易や通商に関する法

と規制を策定しているか。 

開示と報告 
政府は、人権、労働者の権利、環境への影響、企業の社会的責任（CSR）、その他の倫理

的問題に関して、企業による開示と報告を促進する法と規制を策定しているか。 

調達法 
政府は、国家による民間セクターからの調達において人権考察の組み込みを支援するよ

うな法と規制を策定しているか。 

贈賄と汚職防止 
政府は、政府内や政府間の贈賄防止や汚職撲滅を推進する目的の法と規制を策定してい

るか。 

人権擁護者及び／または通告者の保護 
政府は、人権擁護者及び／または通告者の人権を保護する目的の法と規制を策定してい

るか。 



95  

 

 
 

指導原則 1 

情報通信技術（ICT）関連法 

政府は、情報へのアクセス、表現の自由、プライバシー並びにその他の情報やコミュニ

ケーションベースの権利をオンライン及びオフラインで確保する法と規制を策定してい

るか。 

その他の法と規制 

政府は、拷問、虐殺、非人道的な犯罪等のビジネス関連の悪影響に起因する人権の保護

と推進を目的とするその他の法と規制を策定しているか。これらの法と規制は、UNGPs

や国際人権法にて認められるように、治外法権領域へも適用可能か。 

実施状況 ギャップ 

関連する全ての法と規制のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
 
1.6. 捜査、処罰及び救済措置 

法の実施の任務を担う関連する国家の機関はビジネスと人権に対処しているか。 

指標 問い 

セクターリスク評価 

国家は、採掘、アパレルをはじめとするセクターなど、特に人権にマイナスの影響を及

ぼしてきたと思われるビジネスセクターを特定するための活動や、これら特定の活動に

対する支援を行っているか。 
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社会的弱者評価 
国家は、女性、子ども、少数民族及び先住民族等、特に社会的弱者グループに及ぼす影

響を識別するための、具体的な活動の引受や支援を行っているか。 

警察 

警察当局には、ビジネスと人権関連の課題についての情報やトレーニングが提供されて

いるか。警察には、ビジネス関連の人権侵害に対処する上での法定権限が付与されてい

るか。 

労働、安全衛生 

関連の労働、安全衛生所轄当局は、企業による労働、衛生、安全に及ぼす潜在的または

実際的な影響を認識しているか。国家のアクターにはビジネス関連の人権侵害に対処す

る上での法定権限が付与されているか。 

環境 

関連の環境当局には、ビジネスと人権関連の課題について情報やトレーニングが提供さ

れているか。国家のアクターには、ビジネス関連の人権侵害に対処する上での、法定権

限が付与されているか。 

税 

関連の税務当局には、ビジネスと人権及び地域の税法に関係する課題についての情報やト

レーニングが提供されているか。国家のアクターにはビジネス関連の人権侵害に対処する

上での、法定権限が付与されているか。 

司法的苦情処理メカニズム 

民事、刑事及び商務裁判所並びに雇用裁判所や行政裁判所等の司法、あるいは権限を付

与された当局には、ビジネスと人権に関係する課題についての情報やトレーニングが提

供されているか。司法には、ビジネス関連の人権侵害に対する民事、刑事、行政上の処

分等、ビジネス関連の人権侵害に対処する上での、政府法的権限が付与されているか。 
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指導原則 1 

非司法的苦情処理メカニズム 

国家は、国内人権機関、OECD 連絡窓口、オンブズマンの機関経由等、ビジネス関連の

人権侵害にあたって、救済の確保を目的とした司法によらない苦情処理メカニズムによ

る支援及び／または関与を行っているか。 

法務支援と補助 
国家は、ビジネス関連の人権侵害にあたっての、救済措置へのアクセスにおける障壁

を解消することを目的とした、法務扶助や援助を支援しているか。 

その他の措置 
ビジネス関連の人権侵害にあたっての調査、懲罰及び救済の推進において国家が採択して

いる他の措置の有無。 

実施状況 ギャップ 

策定済み及び策定段階の関連する政策、法制定、規制並びに

対応する採択法規のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
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国家は、その領域及び／または管轄内に住所を定めるすべての企業がその活動を通じて人権を尊重するという期待を、明確に表明

すべきである。国家は、その領域や管轄内に住所を定める全ての企業がその活動を通じて人権を尊重するという期待を、明確に表

明すべきである。 

指導原則 2の解説 

現在、国家は、国際人権法の下では、その領域及び／または管轄内にある企業の域外活動を規制することを一般的には求められて

いない。これに沿って、人権条約機関のいくつかは、国家が管轄内にある企業による国外での侵害を防止する手段を講ずることを

勧告している。 

特に国家自体が企業に関わり、またはこれを支えている場合に、国家が企業に対して、国外で人権を尊重するという期待を明確に

表明することには強い政策的理由がある。その理由は、一貫して矛盾のないメッセージを伝えることにより、企業に予測可能性を

保証し、国家自体の評判を守るということである。 

国家は、これに関してさまざまなアプローチを取ってきた。そのなかには、域外的な波及効果のある国内措置がある。例えば、

「親」会社に対し、企業グループ全体でグローバルに展開する事業活動についての報告を要求すること、経済協力開発機構多国籍

企業行動指針のような多国間合意のソフト・ロー文書、そして国外投資を支援する機関が求めるパフォーマンス基準である。その

他のアプローチとして、直接的な域外適用立法及びその執行がある。これは、犯罪行為地を問わず、犯罪行為者の国籍に基づく訴

追が可能な刑事法制度を含む。例えば、そのような国家の行為が多国間合意に基づくものであるかどうか等、様々な要素が国家の

行為の主観的及び客観的妥当性を高めるのに役立つこともあろう。 

2.1. 領域土外への適用に関する政府措置 

国家は、その領域及び／または管轄内に住所を定めるすべての企業が、領域外において人権を尊重するという期待を明確に示す

国内措置を採択しているか。 

指標 問い 
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期待値の設定 
国家は、領域内及び／または管轄内に登記する全ての企業が、人権を尊重する期待に関

する明確な政策要綱を設定して、（大使館や領事館を含む）関連政府機関に十分に普及

させているか。 

刑事または民事責任制度 
国家は、犯罪の生じる場所とは無関係に、企業が登記されている場所に基づく訴追や民

事訴訟の提起が可能な、刑事または民事責任制度を導入しているか。 

 

親会社の「注意義務」 
国家は、子会社の活動及び活動場所とは無関係に、子会社が及ぼす人権への影響につい

て親会社に対し「注意義務」を策定しているか。 

 

報告要求 
国家は、人権や労働面を含め、海外事業について一般報告を行う義務を企業に課して

いるか。 

ソフト・ローへの支援 
国家は、OECD ガイドラインや責任あるサプライチェーンのデュー・ディリジェンス・ガ

イダンス（紛争鉱物）等、関連のソフト・ロー文書への支援と関与を行っているか。 

海外投資のパフォーマンス基準 海外投資を支援する国家機関は、人権の保護と推進を後押しするパフォーマンス基準を

策定し実施しているか。 

実施状況 ギャップ 

すでに策定済み及び策定段階の関連の政策、法制定、規制並

びに対応する採択宣言のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 



100  

 
 

指導原則 2 

2.2. 国際または地域的機関からの提言の実行 

国家は、領域内や管轄内で登記する企業による海外での違反を防止する措置について、UN人権理事会や UN条約機関等の国際または

地域的機関からの提言を受け、実践しているか。 

指標 問い 

人権理事会からの提言 

国家は、領域内や管轄内で登記されている企業による海外での違反防止に関連して、普

遍的・定期的レビュー（UPR）等の UN 人権理事会からの提言を受領及び受諾している

か。また、国家はいかにこうした提言に従い実践し、提言の実行に係る監視を行ってい

るか。 

UN 条約機関からの提言 

国家は、領域内や管轄内で登記する企業による海外での違反防止に関連して、UN 条約機

関からの提言を受領及び受諾しているか。また、国家はいかにこうした提言に従い実践

し、提言の実行に係る監視を行っているか。 

その他の国際または 

地域機関からの提言 
国家は、海外でのビジネス関連の人権侵害を防止する措置について、その他の国際また

は地域機関による提言を受領及び受諾しているか。 

実施状況 ギャップ 

関連する全ての提言及び国家が採用するフォローアップやモ

ニタリング措置のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
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指導原則 3 

 
保護する義務を果たすために、国家は次のことを行うべきである。 

a. 人権尊重し、定期的に法律の適切性を評価し、ギャップがあればそれに対処することを企業に求めることを目指すか、または

そのような効果を持つ法律を執行する。 

b. 企業法等、企業の設立及び事業活動を規律するその他の法律及び政策が、企業に対し人権の尊重を強制するのではなく、でき

るようにする。 

c. その事業を通じて人権をどのように尊重するかについて企業に対し実効的な指導を提供する。 

d. 企業の人権への影響について、企業がどのように取組んでいるかについての情報提供を奨励し、また場合によっては、要求す

る。 

  

 

指導原則 3 の解説 

国家は、企業が常に国家の不作為を好み、または国家の不作為から利益を得ると推定すべきではなく、企業の人権尊重を助長する

ため、国内的及び国際的措置、強制的及び自発的な措置といった措置を上手に組み合わせることを考えるべきである。 

企業の人権尊重を直接的または間接的に規制する現行法が執行されないことは国家慣行上の著しい法的ギャップである。それは、

差別禁止法や労働法から、環境、財産、プライバシー及び腐敗防止に関する法にまで及ぶ。したがって、国家は、そのような法律

が、現在、実効的に執行されているか、もし執行されていないのであればなぜそのような事態に至ったのか、どのような措置をと

れば状況がそれなりに改善するのかについて考察することが重要である。 

同様に重要なことは、これらの法令は常に進化しつつある状況に照らして必要な対処ができるか、関連した政策とともにこれらの

法令は、企業の人権尊重に資する環境を作りだしているかについて、国家が再検討することである。例えば、土地の所有や使用に

関連する権限を含む、土地へのアクセスを規律するような、法令や政策の分野において明確性をより高めることが、権利保持者と

企業の双方を保護するために、必要となることも多い。 

会社法や証券法等、企業の設立と継続的な事業活動を規律する法令や政策は、企業の行動に直接的に枠付けをする。しかし、それ

が人権に対してどのような影響を持つかということについては、ほとんど理解されていないままである。例えば、会社法や証券法

において、企業及びその管理職が人権に関して何を求められているのかということは言うまでもなく、何を許されているかに関し

ても、明確な規定はない。この分野の法令や政策は、取締役会等既存の統治組織の役割に配慮しながら、企業が人権を尊重できる 
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ように十分な指導を提供すべきである。 

人権尊重に関する企業への指導は、結果として何が期待されているのかを示し、最良の慣行の共有を促進すべきである。そこで

は、人権デュー・ディリジェンスを含む適切な手法や、先住民族、女性、民族的または種族的少数者、宗教的及び言語的少数

者、子ども、障がい者、及び移住労働者とその家族が直面する具体的な課題を理解した上で、ジェンダー、社会的弱者、及び／

または排斥問題をいかに実効的に考慮するかについて助言すべきである。 

パリ原則に基づいた国内人権機関は、関係法令が人権義務に合致し、実効的に執行されているかどうかについて国家が確認するの

を助け、人権に関する指導を企業や他の非国家アクターにも提供するという、重要な役割を有している。 

人権への影響にどのように取り組んでいるかについての企業からの情報提供は、影響を受けるステークホルダーとの非公式なエン

ゲージメントから公式な報告書による公表まで幅広い。国家がそのような情報提供を奨励し、また場合によっては、要求すること

は、企業による人権尊重を促進するために重要である。適切な情報を伝えることを促すための方策のひとつに、司法または行政手

続の過程でなされる自発的な報告に重きを置く規定がある。情報提供を求めることは、事業活動の性質または活動状況が人権に対

し重大なリスクをもたらす場合には特にふさわしいであろう。この分野における政策や法律は、情報へのアクセス可能性及びその

内容の正確性双方を確保することに役立つとともに、企業が何をどのように伝えるべきかを役に立つように明らかにすることがで

きる。 

どんな情報提供が適切であるかについての規定は、人と施設の安全や保安、正当な商取引守秘義務、及び企業の規模や構造が同じ

でないことに与えるリスクを考慮すべきである。 

財務報告が触れなければならないのは、人権への影響が、場合によっては企業の経済的パフォーマンスに対し「重要」または「顕

著」となることを明示することである。 
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指導原則 3 

3.1.関連法および規制の形成および執行 

企業による人権の尊重を直接的または間接的に規制する法規制は何か。 

指標 問い 

会社法、証券法 
国家は、財務報告、会社定款、登記、取締役会、取締役、株式上場要件等、倫理的な企

業慣行や企業による人権の尊重を支援する会社法・証券法や規制を整備しているか。 

労働法 
国家は企業による労働者の権利の尊重を保証する、労働に関する法と規制を整備してい

るか。 

環境法 
国家は、清浄な水、澄んだ空気、耕作可能な土地等、健康、健全な環境及び生活環境に

ついての、市民の権利の保護及び推進を保証する環境法規を整備しているか。 

財産及び土地管理法 

国家は、慣習的な土地権利の認知並びに、環境や社会インパクト評価及び関連許認可慣

行への人権考察の包含等、市民権利の保護と推進を保証する土地管理法規を整備してい

るか。 

安全衛生法 
国家は、労働者や地域社会の身体面及び精神面の健康を保証する、安全衛生に関する法

と規制を整備しているか。 
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消費者法 
国家は、企業による人権の尊重の保証並びに購入製品とサービスに関する人権への影響

における、消費者利益の推進にあたって、消費者に関する法と規制を整備しているか。 

差別禁止法 
国家は、倫理的な企業慣行及び企業による人権尊重を支援する、無差別に関する法と規

制を整備しているか。 

税法 国家は、倫理的な企業慣行を保証するための税務に関する法と規制を整備しているか。 

貿易法 
国家は、貿易や通商における人権の保護と推進を後押しするような、貿易や通商に関す

る法と規制を整備しているか。 

プライバシー及びテクノロジー関連法 
国家は、倫理的な企業慣行及び企業による人権の尊重を支援する、情報セキュリティや

プライバシーに関する法と規制を整備しているか。 

開示と報告 
国家は、人権、労働者の権利、環境への影響、企業の社会的責任（CSR）、その他の倫

理的問題に関する企業による開示と報告を促進する法を策定しているか。 

調達法 
国家は、民間セクターからの商品調達にあたり、人権考察の組み込みを後押しするよう

な法と規制を整備しているか。 

贈賄と汚職防止 
国家は、政府内や政府間の贈賄防止及び汚職撲滅を推進する目的の法と規制を整備して

いるか。 
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人権擁護者及び／または通告者の保護 
国家は、人権擁護者及び／または通告者の権利を保護する目的の法と規制を整備してい

るか。 

刑法 
国家は、人権関連の企業犯罪の調査、訴追及び適切な制裁を保証する刑事に関する法と

規制を整備しているか。 

民法 
国家は、ビジネス関連の人権侵害の調査、懲罰及び是正を保証する民事に関する法と規

制を整備しているか。 

その他の法 国家は、企業による人権の尊重を確約するその他の法と規制を整備しているか。 

実施状況 ギャップ 

国家が採択する全ての関連法と規制、実施状況、法と規制の

実施の実態、法と規制の効果的な実施を阻む要因並びに実施

の効力向上を目的に策定されている措置等のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

3.2. 関連する政策 

国家はビジネスの人権に対する尊重を促進することを求める方針を採用し、公的に周知しているか。 

指標 問い 
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指導原則 3 

国別行動計画（NAP） 

国家は、ビジネスと人権、企業の社会的責任、開発、反差別、政府の透明性、女性の権

利または人権全般について国別行動計画（NAP）の採択を通じて、企業による人権の尊重

を推進する政策を導入及び／または実施しているか。 

セクターに特化した政策 
国家は、採掘、アパレル及びその他のセクター等、リスクの高い産業の企業による人権

の尊重を推進する具体的な政策を導入及び／または実施しているか。 

その他の政策 企業による人権尊重を推進する目的で国家が採択している他の政策の有無。 

実施状況 ギャップ 

政府による関連するあらゆる政策並びにこうした政策の公

表と実施にあたっての措置のリスト。こうした政策の策定

に起因する全ての新規法制定並びに政策のフォローアップ

や報告のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

3.3. 企業報告と情報の公開 

企業は、彼らのビジネスの人権に値するインパクトに対しどのように対処しているかについて、どのような報告と情報の公開が法律

によって要求されているのか？ 

指標 問い 

財務報告 

企業の財務報告は国家により義務付けられているか。法は、一部のケースにおいて、人

権への影響が報告を行う企業の経済パフォーマンスにインパクトを与える、重要なもので

あることを明示しているか。 
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指導原則 3 

非財務報告 

企業の非財務報告は国家により義務付けられ、強制力を持つか。法は、一部のケースに

おいて、人権への影響が報告を行う企業の経済パフォーマンスにインパクトを与える、重

要なものであることを明示しているか。 

パブリックコンサルテーション 

地域社会に影響を及ぼすような大掛かりなプロジェクトの前後及び最中において、企業が

パブリックコンサルテーションを設けることを義務付ける法的要件は存在するか。影響を

受ける地域社会の任意、事前かつ十分な情報に基づく同意（FPIC）に係る要件は存在する

か。企業による環境及び社会インパクト評価の一般開示は義務であるか。 

その他パブリックコミュニケーション パブリックコミュニケーションという点で企業に課せられるその他の法的要件の有無。 

実施状況 ギャップ 

関連する全ての報告要件、対応するあらゆる実施やコンプラ

イアンス措置、監査または検証措置並びに企業報告の一般開

示にあたっての対策のリスト。コンサルテーションと他の公

衆周知との関連で企業に課せられるあらゆる法的要件のリス

ト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

3.4. 指導及びインセンティブ 

国家は、企業による人権の尊重にあたって企業にガイダンスやインセンティブを提供しているか。 

指標 問い 

産業セクター、人権に課題及び企業

規模に基づくガイダンス 

国家は、特定の人権課題（労働条件、差別）や多様な法人の種類（MNE、SME 等）、異な

る産業セクター（採掘等の高リスク・セクター）など、それぞれにごとに適切な人権尊

重に係るガイダンスを策定しているか。 
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指導原則 3 

期待される成果と最良の慣行に関する

ガイダンス 
国家は、期待される人権成果、関連の国内法と規制に関する情報並びに最良の慣行やデ

ュー・ディリジェンス手法事例の指標を策定しているか。 

インセンティブ 
国家は、企業の人権に関する政策や実践による非強制の自己報告の優遇措置等、企業に

よる人権の尊重に対するインセンティブを提供しているか。 

実施状況 ギャップ 

国家が採択する全てのガイダンスとインセンティブの措置及

びその他の関連成果のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

3.5. 国家人権機関（NHRI） 

国家は UNGPsの実施の推進にあたって国家人権機関の役割を正式に認知し、支援しているか。 

指標 問い 

NHRI設置、認知及び支援 

国家は国家人権機関（NHRI）を設置しているか。設置している場合、NHRI 設置の手順は

どうであったか、並びに NHRI について国家はどのような認知方法や支援を行ってきた

か。 
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指導原則 3 

NHRIのビジネスと人権に対する焦点 

NHRI は、ビジネスと人権を必須要件として盛り込んでいるか。国家は、ビジネスと人権

分野における NHRI の活動に対して資金供給を行っているか。国家は、企業に対して人権

に関するガイダンス提供する上で NHRIを支援しているか。 

国家は、国内のビジネスと人権に関する状況のモニタリング並びに企業関連の人権侵害

の被害者に対して、司法へのアクセスを提供する上で NHRIを支援しているか。 

UNGPs の実施の推進にあたっての NHRI の役割は公式に認知されているか。 

認知されているとしたら、国家は NHRIがこの役割を果たす上で支援しているか。 

実施状況 ギャップ 

ビジネスと人権関連における NHRI の役割を正式に認知及び支

援する目的で国家が採択している全ての措置のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
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指導原則 4 
 

国家は、国家が所有または支配している企業、あるいは輸出信用機関及び公的投資保険または保証機関等、実質的な支援やサービ

スを国家機関から受けている企業による人権侵害に対して、必要な場合には人権デュー・ディリジェンスを求めることを含め、保

護のための追加的処置をとるべきである。 

指導原則 4の解説 

国家は個々には、国際人権法の下では主要な義務負担者であり、集合的には、国際人権体制の受託者である。企業が国家によって

支配される場合や、さもなければその行為が国家によると考えられる場合、企業による人権の侵害は、国家自体の国際法上の義務

違反となりうる。さらに、企業が国家に近ければ近いほど、あるいは企業の活動が法的根拠や租税による財源に依存すればするほ

ど、企業が人権を尊重することを確保するためにとられる国家の政策の理論的根拠は強くなる。 

国家が企業を所有するか支配している場合には、国家はその権限の範囲内で、人権尊重に関連する政策、法律及び規制が施行され

ることを確保するためにきわめて強力な手段を持つ。上級管理職が国家機関に一般的に報告を行い、政府関連部局は、人権デュ

ー・ディリジェンスが実効的に実施されることを確保する等、監視や監督のためのより大きな機会を持つことになる。（これら企

業は第Ⅱ章で扱われる人権を尊重する企業の責任の対象でもある。） 

公式にまたは非公式に国家につながるさまざまな機関が、企業活動に支援とサービスを提供することがある。これらは、輸出信用

機関、公的投資保険・保証機関、開発機関、及び開発金融機関等を含む。これら機関が受益企業の実際のもしくは潜在的な人権へ

の負の影響をはっきりと考慮していない場合、機関は、そのような侵害を支援したということで、評判の面で、金銭的、政治的、

及び潜在的には法的な意味で、自身をリスクにさらし、受入国が抱える人権問題をさらにこじらせる可能性がある。 

これらのリスクを前提に、国家は、機関それ自体や国家の支援を受ける企業及び企画事業に、人権デュー・ディリジェンスを奨励

し、そして必要な場合、求めていくべきである。人権デュー・ディリジェンスを求めることは、事業活動の性質や活動状況が人権

に重大なリスクをもたらす場合に最もふさわしくなる。 

4.1. 国家が所有または支配するビジネス 

国家は、国家が所有または支配している企業の人権に関するパフォーマンスを支援する特別な措置を講じているか。 

指標 問い 
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指導原則 4 

人権デュー・ディリジェンス要件 

国家は、どのような人権デュー・ディリジェンスの実行を、国が所有または支配する企業

に求めているか。関連の政府省庁は効果的な人権デュー・ディリジェンスが実行されてい

るかどのように確証するのか。こういった政府省庁が企業に対して実施するモニタリン

グや監視の種類とは何か。（関連の国家機関に提出する支配報告に、人権パフォーマン

スの情報を包含しているか、等） 

サプライチェーン管理要件 

国家は、どのようなサプライチェーン管理の実行を、国が所有または支配する企業に求め

ているか。関連の政府省庁は効果的なサプライチェーン管理が実行されているかどのよう

に確証するのか。そうした政府省庁が企業に対して実施するモニタリングや監視の種類

とは何か。（関連の国家機関に提出する管理報告にサプライチェーン管理の情報を包含

しているか、等） 

その他の措置 
国家は、その他の自身が所有または支配する企業の人権パフォーマンスを支援する特別

な措置を規定しているか。 

実施状況 ギャップ 

すでに策定済み及び策定段階の関連の政策、法制定、規制

並びに対応する採択法規のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 



112  

 
 

指導原則 4 

4.2. 国家機関からの実質的な支援とサービスの提供を受ける企業 

国家は、国家機関から実質的な支援とサービスの提供を受ける企業に対し、人権パフォーマンスを支援する特別な措置を講じて

いるか（輸銀、公的金融機関、公的年金基金、公的投資保険もしくは保証機関、開発援助機関や開発金融機関等）。 

指標 問い 

人権への配慮 
国家は、国家機関から実質的な支援とサービスの提供を受ける企業に対し、人権への配

慮を取り入れることを義務付けているか。 

 

人権デュー・ディリジェンス要件 

国家から支援を受ける企業が国家から導入を義務付けられている人権デュー・ディリジェ

ンス措置の種類とは何か。関連の政府省庁は、効果的な人権デュー・ディリジェンスが実

行されているかどのように確証するのか。そうした政府省庁が企業に対して実施してい

る調査や監視の種別とは何か。 

 

その他の措置 
国家は、自国が所有または支配する企業の人権パフォーマンスを支援する、特別な措置を

その他に規定しているか。 

実施状況 ギャップ 

すでに策定済み及び策定段階の関連の政策、法制定、規制並

びに対応する採択法規のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
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指導原則 5 

国家は、人権の享受に影響を及ぼす可能性のあるサービスを提供する企業と契約を結ぶか、あるいはそのための法を制定している

場合、国際人権法上の義務を果たすために、しかるべき監督をすべきである。 

指導原則 5の解説 

国家は、人権の享受に影響するサービスを民営化する場合、その国際人権法上の義務を放棄するわけではない。そのようなサービ

ス業務を行う企業が国家の人権義務に合致した方法で活動することを国家が確保できない場合、国家自体の評判にもまた法的にも

望ましくない結果をもたらすことになる。必要な措置として、サービス契約またはサービス提供を定める法令において、これらの

企業が人権を尊重するとの国家の期待を明確にすべきである。国家は、しかるべき独立した監視及び説明責任制度を設けることを

含む、実効的に企業活動を監督できることを確保すべきである。 

5.1. 公共サービスの提供 

民間企業が人権の享受に影響を及ぼす恐れのある公共サービスを国家に提供する際、国家は人権保護が確保されるよう明確にしてい

るか。 

指標 問い 

立法または契約上の保護 

中央政府または地方政府によって、サービスを民営化するにあたり、人権保護策を法律

または契約で国家が規定しているか（健康、教育、介護、住宅、刑務所などのサービス

の提供等）。 

こうした保護策には、公共サービスの民営化計画の潜在的な影響についての国家による

人権侵害評価が、サービス提供前に含まれているかどうか。政府公共調達契約において

は、企業がサービスを提供するにあたっての、人権の尊重、人権基準の遵守という国家

の要請を明示しているか。 
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意識の向上 
国家が、契約締結している企業に対し、人権に係る意識向上と尊重にあたって国家が採

用している措置とは何か。 

 

スクリーニング 

企業による人権尊重の推進にあたって、国家が策定しているスクリーニング・プロセス

の種類とは何か。人権尊重を実践する企業に対し、優遇措置を付与する選択的プロセス

に国家は関与しているか。人権尊重が実践の結果が乏しい企業（劣悪または危険な労働

環境、介護中等の従業員を酷使、虐待等）を入札プロセスから除外しているか。 

モニタリングと監視 

関係する国家の機関は、国家に代わってサービスを提供している企業の活動を効果的に

監視しているか。国家は、民間業者の活動をモニタリング及び説明責任のための独立し

たメカニズムを設置しているか。国家は健康や安全に関するリスクの高いサービスに対

して適した監視を行っているか。 

 

 
その他の措置 

国家は、モントルー文書を批准しているか。その場合、国内法では、コミットメントに

ついてどのように定めているか。 

国家は、民間軍事会社のための国際行動規範を批准しているか。その場合、国内法や調

達のプロセスで、コミットメントについてどのように定めているか。 

国家は、安全と人権に関する自主原則を批准しているか。その場合、公共の安全の提供

を含め、国内法でコミットメントについてどのように定めているか。 

国家は、民間企業による公共サービスの提供が人権に悪影響を及ぼさないための、その

他の措置を講じているか。 

実施状況 ギャップ 

既に策定されているまたは進行中の関連の政策、法と規制、

規制及び／またはその採用状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
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指導原則 6 

国家は、国家が商取引をする相手企業による人権の尊重を促進すべきである。 

指導原則 6の解説 

国家は、少なからずその調達活動等を通じて、企業とさまざまな商取引を行っている。それは、国家にとって、個別でも国の集ま

りとしても、国内法・国際法上の国家の関連した義務を考慮に入れながら、契約条件等を通して企業の人権についての意識向上や

人権に対する尊重を推進する絶好の機会となっている。 

6.1. 公共調達 

政府公共調達において、人権を尊重するためにどのような要件やインセンティブが規定されているか。 

指標 問い 

調達要件とリスクの立案 

国家機関は、契約の相手方当事者が契約義務として、具体的な人権または規定の人権侵

害の防止の遵守について規定しているか。その場合、人権保護の範囲を拡張している

か。国家機関は曖昧さを解消する目的で、人権定義について明示化する取り組みを行っ

ているか。 

入札要請の通知の提供 

国家機関は、公正な競争を阻むような人権侵害の顕著なリスクが存在する場合に、潜在

的な契約者に通知を行っているか。こうした通知は具体的な開示やコンプライアンス義

務に帰結するか。 
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指導原則 6 

 
スクリーニングと選定 

国家機関は価格と能力の評価に加え、誠実性とビジネス倫理に基づき、かつ労働者と地

域社会の安全性と衛生を保護する国内法に準じて、潜在的な契約者の責任ある活動につ

いて評価しているか。国家機関は差別を受ける集団（人種マイノリティ等）や特定の人

権目標（男女平等等）を達成する目的で、取り組んでいる企業に対する優遇措置の授与

等、選択的または標的公共調達に関与しているか。国家機関は契約者に対し、生産や供

給の具体的な所在地等の、下請人の認識並びにコンプライアンスの確保にあたって管理

システム策定の証明を義務付けているか。国家機関は公共調達において、高リスク国家

と商業契約を結んでいる、企業または人権に関する実績に、問題がある企業を除外して

いるか。 

アワード 

国家機関は、人権基準を含め、最も経済的に有利な入札となる基準と副基準を設けてい

るか。国家機関は、人権基準や政策が、どのようにして特定の契約の授与基準の一部を

構成するかについて、明確化する措置を講じているか。国家機関は契約者に対し、具体

的な下請人並びに工場や供給場所の所在地等、サプライチェーンに関する情報の開示を

求めているか。国家機関は、授与段階中に契約者の保証及び必須のコンプライアンス計

画の策定を確認しているか。 

契約条件 

国家は、調達商品とサービスにとって重大な人権要件が、契約履行条項の一部を構成す

ることを確約する措置を講じているか。国家機関は、コンプライアンス義務を契約条件

に盛り込んでいるか。国家機関は、損害や人権侵害のリスクを検出する際、生産や調達

の国家の国内法を遵守する義務を、契約担当官が契約に盛り込むことを認めているか。 
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指導原則 6 

監査とモニタリング 

国家機関は、契約者がコンプライアンス義務を充足し、人権への悪影響の回避を保証す

べく、契約者を監査及びモニタリングする情報システムを構築しているか。こうしたシ

ステムは労働者からの苦情に対処しているか。また、国家から独立した、説明責任を負

う機関であるか。 

契約条件と是正措置の実施 

国家機関のスタッフは、契約条件の実施に専任し、詳細な方針を提供しているか。国家

機関は、契約者が人権侵害を犯した際の金銭の救済措置等、人権への負の影響を改善す

る手順を策定しているか。こうした手順は、単純に関係を解除するのではなくむしろ、

人権パフォーマンスの改善を目的に、契約者の行動の変化を促すものであるか。国家機

関は防御や抗弁のみならず、コンプライアンス基準の違反に係る救済措置としてもデュ

ー・ディリジェンスを提供するか。 

その他の措置 国家機関は、公共調達が人権保護に適合するようその他の措置を策定しているか。 

実施状況 ギャップ 

関連する策定済み及び策定段階中の全ての政策、法規、規制

並びに導入や実施の状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

6.2. その他の商務活動 

国家は、商務活動を共に行う相手方の組織による人権の意識や尊重の推進にあたっての措置を講じているか。 
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指導原則 6 

指標 問い 

ビジネス・パートナーシップ 

国家は、経済発展やイノベーションを目的としたビジネス・パートナーシップを通じて

（成長ファンド、グリーン・エネルギーや医療テクノロジー等の特定セクターのイノベ

ーションに向けた戦略的サポート等）、商業活動を行う相手方企業による人権の尊重の

推進にあたっての措置を講じているか。 

実施状況 ギャップ 

関連する策定済み及び策定段階中の全ての政策、法規、規

制並びに導入や実施の状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 
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指導原則 7 

重大な人権侵害のリスクは紛争に影響を受けた地域において高まるため、国家は、その状況下で活動する企業がそのような侵害

に関与しないことを確保するために、次のようなことを含めて、支援すべきである。 

a. 企業がその活動及び取引関係によって関わる人権関連リスクを特定し、防止し、そして軽減するよう、できるだけ早い段階

で企業に関わっていくこと。 

b. ジェンダーに基づく暴力や性的暴力の双方に特別な注意を払いながら、侵害リスクの高まりを評価しこれに対処するよう、

適切な支援を企業に提供すること。 

c. 重大な人権侵害に関与しまたその状況に対処するための協力を拒否する企業に対して、公的な支援やサービスへのアクセス

を拒否すること。 

d. 重大な人権侵害に企業が関与するリスクに対処するために、国の現行の政策、法令、規則及び執行措置が有効であることを

確保すること。 

 
指導原則 7 の解説 

企業が関与する最も深刻な人権侵害には、領域や資源の支配、または政府そのものの支配をめぐる紛争において、人権体制がしか

るべく機能することを期待できない場合に起きるものがある。責任ある企業は、このような難しい状況において人権侵害を助長す

るのを避ける方法について、ますます政府の指導を求めるようになってきている。革新的で実践的なアプローチが必要である。な

かでも、紛争時に特に頻発する性的及びジェンダーに基づく暴力のリスクに注意を払うことが重要である。 

現場の状況が悪化する前に、早急に問題に取組むことが全ての国家にとって重要である。紛争影響地域では、実効的な支配が欠如

しているため「受入」国が適切に人権を保護できないこともありうる。したがって、多国籍企業が関与している場合、その「本」

国には、当該企業及び受入国がともに、企業が人権侵害に関与しないことを確保するために支援を行う役割があり、同時に近隣諸

国は重要な追加的支援を供与することもできる。 



120  

 
 

指導原則 7 

本国は、政策の強い一貫性を確保し、そのような状況でもそれ相当に企業を支援するために、以下のことをすべきである。すなわ

ち、本国の首都及び出先大使館にある、開発援助機関、外務省や貿易省、及び輸出金融機関の間の、またこれら諸機関と受入国政

府機関の間のより緊密な協力関係を醸成すること。政府機関及び企業に対して問題への注意喚起をするために早期警戒指標を開発

すること。このような状況において企業が協力しなかった場合に、既存の公的支援及びサービスを拒否または撤回し、またそれが

不可能な場合は将来の提供を拒否することなど、しかるべき対応をすること。 

国家は、紛争影響地域では重大な人権侵害に関与するリスクが高いことを企業に警告すべきである。国家は、企業による人権デュ

ー・ディリジェンスの実施のための規定を通じてを含む、その政策、法令、規制及び執行措置がこの高いリスクに有効に対処でき

るものであるかどうかを再検討すべきである。ギャップが明らかな場合には、国家はそれらに対処するために適切な手段をとるべ

きである。これには、その領域及び／または管轄内に住所を持つかもしくはそこで事業活動をする企業で、重大な人権侵害に関与

しまたは助長したものの民事、行政及び刑事責任を検討することが含まれることもある。さらに、国家は、そのような行為を防止

し、それに対処し並びに実効的な協同行動を支援するための多数国による共同アプローチを考慮する。 

これらの措置はすべて、武力紛争の状況における国際人道法及び国際刑事法の下の国家の義務への追加である。 

 

7.1. ガイダンス 

紛争地域において、企業およびホスト国双方に対し、企業活動が人権侵害に加担しないことを確実にするために、支援している

か。 

指標 問い 

受入国との関係 
国家は、紛争地域の管轄内に本社をおく企業の役割を十分に認識すべく取り組んでいる

か。本国は企業による人権の尊重を確保する目的で、受入国に協力しているか。 

ビジネス・ガイダンス 

国家は、企業がデュー・ディリジェンスのプロセスにおいて認識及び注意を配るべき、

紛争地域で企業活動を行う際具体的な人権問題について、ガイダンスを提供しているか

（ジェンダーや性的暴力、差別、資金支援による紛争への寄与）。 
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指導原則 7 

実施状況 ギャップ 

関連する策定済み及び策定段階中の全ての措置並びに導入

や実施の状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

7.2. 国際的な枠組みとイニシアティブ 

国家は、紛争地域において民間セクターの役割に関する国際的な枠組みとイニシアティブを公式に支援または実施しているか。 
 

指標 
 

問い 

イニシアティブの推進 
国家は、関連のイニシアティブへの参加及び／または促進を行っているか（自主原則ま

たは民間軍事会社の国際行動規範等）。 
 

実施状況 
 

ギャップ 

国家による関連の全てのイニシアティブと正式な支援のリ

スト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

7.3. 補助的措置 

国家は、紛争地域における企業活動の調査、調査に基づく措置の実施及び是正措置の提供を行っているか。 

指標 問い 
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指導原則 7 

調査措置 

国家は、紛争地域における企業活動を調査する手順を策定しているか（議会に報告を行

う使命の任命または受入国での調査及び自国の関係当局への報告に係る地域の大使館へ

の要請等）。 

フォローアップと是正措置 

国家は、調査プロセスにて明らかになる問題に係るフォローアップについての手順を策

定しているか。（人権侵害等に関与する企業に対する現行の公的支援やサポートの却下

や打ち切り等）国家は国外の刑事責任に係る機構を策定しているか。国家が設備の差し

押さえや資産の凍結等を通じて個人や法人に制裁を科すことは可能か。 

実施状況 ギャップ 

規制要件、手順書等のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

 7.4. 重大な人権侵害 

国家は、企業が深刻な人権侵害に関係するリスクに対して措置を施しているか・ 

指標 問い 

早期警告手順 
国家は、紛争地域において全体的な人権侵害に関与するリスクが高い企業に対して、警

告を行う手順を策定しているか。 
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指導原則 7 

関係機関の間での連携 

国家は、自国内と大使館に所属する開発援助機関、外務省や通商省庁及び輸出金融機関

並びにこれら機関同士とホスト国の類似機関が緊密な連携を促進する目標に準じた取り

組みを備えているか。 

民事責任及び／または刑事責任 

国家は、管轄の裁判権外の侵害等、全体的な人権侵害に関与または助長する領域及び／

または裁判管轄内にて登記、または業務を行う企業を対象に、UNGPs 及び国際人権法に

て認められている民事や刑事責任を導入しているか。 

多国間アプローチ 
国家は、全体的な人権侵害の防止や対処にあたっての多国間アプローチに関与している

か。国家は国際刑事裁判所（ICC）の裁判権を受諾しているか。 

実施状況 ギャップ 

国家が講じている関連する全ての手順のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

7.5. 輸出信用機関と貿易保険機関の役割 

国家は、輸出信用機関と貿易保険機関が人権に対する負のインパクトやや人権侵害を助長していない、またはこれらから財政的利

益を得ることがないことを保証しているか。 

指標 問い 
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指導原則 7 

特別措置 

国家は、輸出信用機関と貿易保険機関がマイナスの人権への影響や侵害に寄与していな

い、または起因する金銭的恩恵を享受していないことを保証する特別措置を講じている

か。こうした機関が資金提供や投資の手順において人権への影響の勘案を定める規則や

インセンティブが存在するか。 

実施状況 ギャップ 

関連する全ての国家措置のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 



125  

 
 

指導原則 8 

国家は、企業慣行を規律する政府省庁、機関及び他の国家関連機関が、関連情報、研修及び支援を提供すること等を含む、各々の

権限を行使する時、国家の人権義務を確実に認識し、監督することを確保すべきである。 

指導原則 8の解説 

国家の人権義務と、企業慣行を規律するために国家が施行する法令や政策の間に、避けることができない相克はない。しかしなが

ら、時として、国家は、社会の異なるニーズの間の調和をとるために、バランスを保ちながらの難しい決定をしなければならな

い。適切なバランスを実現するため、国家は、国内政策の垂直的及び水平的な一貫性を確保することを目指しながら、ビジネスと

人権の課題に対処するよう幅広いアプローチをとる必要がある。 

政策の垂直的な一貫性とは、国家が、国際人権法上の義務を実施するために必要な政策、法律及びプロセスを持つことを意味す

る。政策の水平的な一貫性とは、会社法及び証券規制法、投資、輸出信用及び保険、貿易、労働を含む、国及び地方の両レベルで

企業慣行を規律する部局や機関が国家の人権義務について認識を持ち、また義務に合致した行動がとれるように、これを支援し対

応力をつけさせることである。 

 
8.1. 政策の一貫性 

国内において、人権とビジネス及び国家の義務に係る知識や理解を支援する努力をしているか。 

指標 問い 

明確なコミットメント 

国家は、ビジネスと人権に対する確固たるコミットメントを策定し、こうしたコミット

メントが文書で政府の省庁に周知されているか。さらに、こうしたコミットメントは多

様な部門の役割の明確化に寄与しているか（労働、商務、開発、外務、財務や司法等の

各省庁）。 
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指導原則 8 

役割と責任 
国家は、様々な政府機関及び省庁全般や部門間の人権とビジネスに関する課題の調整に

寄与するような明確な責任管轄部門を策定しているか。 

資源 

国家は、個々の責任や専門知識の人権保護という国家の義務の達成向けて積極的に寄与

するため、経済的な資金と政治的支援という点で十分な資源備える機関もしくは事務所

を設置しているか。 

ガイダンスとトレーニング 

国家は、企業の役割に関する人権の推進と保護にあたって、様々な省庁の役割の明確化

に寄与しうるガイダンス資料やトレーニングを策定しているか。こうしたガイダンスに

は、人権保護及び国際及び地域の義務やコミットメント(UN、OECD 及び地域の義務とコミ

ットメント等）とどのように関係するかについての、明示的な情報が含まれているか。こ

うしたガイダンスには、地域の機関や国際組織(WTO及び、WBや IFC等の IFI）及び地域組

織（EBRD、EIB 等の IFI）の役割を強調しつつ説明した、商取引や貿易における人権保護

に関する具体的な情報が盛り込まれているか。さらにガイダンスは、核省庁や機関の役割

と責任に関する情報を明記しているか（企業、労働、開発、外務、農業、環境と気候の変

動、金融セクター、衛生、情報社会政策、国内の金融機関やファンド等）。 

実施状況 ギャップ 

関連する策定済み及び策定段階中の全ての政策、法規、規

制並びに導入や実施の状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 
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指導原則 9 

国家は、例えば投資条約または契約を通じて、他の国家または企業とビジネスに関連する政策目標を追求するとき、その人権義務

を果たすために国内政策でしかるべき余地を残しておくべきである。 

指導原則 9の解説 

二国間投資条約、自由貿易協定または投資プロジェクトのための契約のような、国家によって他の国家との間または企業との間で

締結される経済合意は、国家にとって経済的機会を生み出す。しかし、これらは同時に、政府の国内政策の余地に影響を与えう

る。例えば、国際的投資協定の条項が、国家が人権に関する新たな立法を全面的に施行するのを阻害するか、あるいは国家がそう

すれば国際仲裁を避けえないというリスクを生む可能性がある。したがって、国家は、そのような協定のもとでも、必要な投資家

保護に配慮する一方で、人権を保護するためしかるべき政策及び規制を実施できる力を確保すべきである。 

9.1. 二国間及び多国間投資協定と紛争仲裁 

国家は、二国間および多国間投資協定の締結や紛争仲裁において、関連する省庁や機関のために、方針、ガイダンス、モニタリン

グ、報告の規定をおいているか。 

指標 問い 

IIA と BIT の人権規定 
国家は、多国間投資協定（IIE）や二国間投資協定（BIT）に具体的な人権規定を盛り込

むことを推進すべく取り組んでいるか。 

IIA と BIT への社会問題の包含 
国家は、多国間投資協定（IIE）や二国間投資協定（BIT）に環境、労働者の権利、社会

的権利といった社会課題を盛り込むことを推進すべく取り組んでいるか。 

安定条項 
国家は、安定条項が人権義務を遂行する受入国の能力を制約しないような措置を策定し

ているか。 
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指導原則 9 

実施状況 ギャップ 

関連する策定済み及び策定段階中の全ての政策、法規、規

制並びに導入や実施の状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

9.2. 政府との契約 

国家は、政府との契約締結に関して関係省庁や機関を対象とする政策やガイダンスを策定しているか。 

指標 問い 

政府との契約における人権 
国家は、国家と企業間の契約に人権考察事項が確実に盛り込まれるための措置を講じて

いるか。そういった契約は国連の責任ある契約の原則に適合するか 253。 

本国の役割 
本国は、自らの管轄内に本社を置く企業が受入国と契約締結の際、責任ある契約の原則

を遵守するよう、どのように徹底しているか。 

実施状況 ギャップ 

責任ある契約の推進にあたっての関連の全ての取り組みの

リスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 
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指導原則 10 

国家は、ビジネスに関連した問題を扱う多数国間機関の加盟国として行動する際、次のことを行うべきである。 

a. 当該機関が人権を保護するという義務を果たす加盟国政府の実行力を抑制したり、企業が人権を尊重するのを妨げたりしな

いことを確保するよう求める。 

b. 当該機関がそれぞれの権限及び能力の範囲内で企業の人権尊重を促進し、要請がある場合には、技術的な支援、能力養成及

び意識向上等を通じて、企業による人権侵害に対して保護する国家の義務を果たすよう国家を支援することを奨励する。 

c. ビジネスと人権の課題に取り組むなかで、共通の理解を促し、国際協力を進めるために、この指導原則を活用する。 

指導原則 10の解説 

国家が、国際貿易及び金融に関わる機関のようなビジネスに関連する問題を扱う多数国間機関に参加する場合など、国際的なレベル

において、政策上の一貫性を高めることも求められる。そのような機関に参加する場合であっても、国家が国際人権法上の義務を負

うことに変わりはない。 

そのような機関を通じた能力養成と意識向上は、困難な課題や最良の慣行についての情報の共有を実現することにより、より一貫性

のあるアプローチを促すなど、すべての国家がその保護義務を果たすのを助ける上で、極めて重要な役割を果たしている。 

多数国間機関を通した集団的行動は、企業の人権尊重に関して国家が地域間の差をなくす助けとなる。それはレベルに達していない

もののパフォーマンスを向上させることによってなされるべきである。国家、多数国間機関そしてその他のステークホルダー間の協

力もまた重要な役割を果たす。 

この指導原則は、この点で共通の基準点となり、関係する全ステークホルダーそれぞれの役割と責任を考慮に入れながら積極的な

効果を積み重ねていくための有用な土台となりうる。 
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指導原則 10 

10.1. 多国間機関におけるメンバーシップ 

国家は、自らが加盟する機関が、人権保護の義務を抑制及び尊重という企業責任の妨げを回避するため、どのように保証している

か。 

指標 問い 

内部手順とコミットメント 

国家は、国際的及び地域的な立場において、UNGPs 等のビジネスと人権の枠組みを確実に

支援する目的の手順と措置を策定しているか（人権スクリーニングや交渉ポジションの

文書化並びにビジネスと人権の枠組みについての貿易や開発関係者のトレーニング

等）。 

推進活動 

国家は、国際的な貿易や金融機関等の多国間機関、国際連合、地域機関並びに企業や労

働者協会における人権保護や尊重という企業責任の義務を推進しているか。国家は、

UNGPs の認知工場及び広範なビジネスと人権に関する課題の推進にあたっての措置を講じ

ているか。 

実施状況 ギャップ 

関連する策定済み及び策定段階中の全ての手順、コミット

メント、活動並びに導入や実施の状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 
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第 3 の柱 

指導原則 25 

ビジネスに関連した人権侵害から保護する義務として、国家は、その領域及び／または管轄内において侵害が生じた場合に、司

法、行政、立法またはその他のしかるべき手段を通じて、影響を受ける人々が実効的な救済にアクセスできるように、適切な措置

を取らなければならない。 

指導原則 25の解説 

ビジネスに関連した人権侵害が生じたときに、それを捜査し、処罰し、及び是正するための適切な措置を国家が怠るならば、その

保護義務は弱められ、また無意味とさえなりかねない。 

実効的な救済へのアクセスには、手続的及び実体的な両側面がある。本章で取り上げる苦情処理メカニズムにより提供される救済

は、一定の具体的な形をとることが可能であり、その目的は、大まかに言えば、人権にもたらされた害を除去しまたは補償するこ

とである。救済には、謝罪、原状回復、リハビリテーション、金銭的または非金銭的補償、及び処罰的な制裁（罰金等の刑事罰ま

たは行政罰）や、例えば行為停止命令や繰り返さないという保証等による損害の防止を含む。救済を提供する手続は、公平であ

り、腐敗から守られ、結果に影響を及ぼそうとする政治的またはその他の企みから自由であるべきである。 

本指導原則の目的からすれば、苦情の原因は、個人または集団の権利感覚を呼び起こすような不正に対する懸念と考えられ、それ

は法律、契約、明示的または黙示的な約束、慣習、あるいは害を受けた地域社会の一般的な公平性の観念を基礎とすることもあろ

う。苦情処理メカニズムという用語は、手続として定着した、国家基盤型または非国家基盤型の、司法的または非司法的プロセス

を指すために使われ、それを通してビジネスに関連した人権侵害に関する苦情を申し立て、救済を求めることができるものであ

る。 

国家基盤型の苦情処理メカニズムは国家の部局または機関によって、あるいは法令または憲法に基づく独立の組織によって運営さ

れる。それらは、司法的でも、非司法的でもありうる。メカニズムのなかには、救済を求める際に、被害者が直接関与するものも

あれば、仲介者が被害者の代わりに救済を求めるものもある。たとえば、裁判（刑事及び民事訴訟をともに含む）、労働審判、 
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指導原則 25 

国内人権機関、経済協力開発機構多国籍企業行動指針上の国内連絡窓口、多くのオンブズパーソン事務所及び政府が運営する苦情

処理事務所がある。 

ビジネスに関連した人権侵害救済へのアクセスを確保するには、国家がこれらのメカニズム、アクセス方法、及びアクセスするた

めの支援（金銭的または専門的支援）について一般の認識と理解を促進することも必要である。 

国家基盤型の司法的及び非司法的苦情処理メカニズムは、救済のためのより広範な制度の基礎である。そのような制度の枠内で

は、事業レベルの苦情処理メカニズムが早期の活用及び解決を提供できる。国家の、そして事業レベルのメカニズムは、それぞ

れ、協働型の取組みの救済機能によって、また国際的及び地域的人権メカニズムの救済機能によって補完され、強化されうる。こ

れらメカニズムに関するさらに詳しい説明は、指導原則 26から 31で述べられる。 

 
25.1. ビジネス関連の人権侵害に対する是正措置 

国家はビジネス関連の人権侵害に対する是正を確約する措置を策定しているか。 

指標 問い 

制裁措置 
国家は、罰金や政府資金へのアクセス制限等、人権侵害に対して、民事責任、刑事制

裁、行政罰を規定するメカニズムを策定しているか。 

金銭的またはその他の補償 
国家は、罰金や生活の復興等、人権侵害に対して賠償の補償を規定するメカニズムを策

定しているか。 

損害の防止 
国家は、差止命令や再発防止の約束等、人権侵害の損害防止のプロセスを規定するメカ

ニズムを策定しているか。 

謝罪 国家は人権侵害に対する謝罪を推進する仕組みを策定しているか。 
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指導原則 25 

国家主導のメカニズム 

国家は、抗議や苦情が提起または対処される司法／非司法、刑事及び民事上のメカニズ

ムを策定しているか。国家はこうしたメカニズムにアクセスする上での障壁（経済的、法

定、実務及び証拠上）の除去を認識しているか。 UNGPs や国際人権法にて承認されるよ

うな、国外の危険や危害の対処にあたってこうした仕組みは利用可能か。 

非国家基盤の機構 国家は非国家基盤のメカニズムを支援しているか。 

その他の措置 
国家はビジネス関連の人権侵害に対する補償や救済を保証するため、その他の措置を策

定しているか。 

実施状況 ギャップ 

関連する策定済み及び策定段階中の全ての政策、法規、規

制並びに導入や実施の状況のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

25.2. 国家内の役割と責任 

国家は実効的な救済措置へのアクセスに関して国内の役割と責任を明確に定義しているか。 

指標 問い 

所轄官庁 

国家はビジネス関連の人権侵害の申し立てを調査する所轄官庁を規定しているか。その

場合、関連する補償や救済のメカニズムに帰するための必要な知識をこうした所轄官庁は

備えているか。 

実施状況 ギャップ 
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指導原則 25 

労働者権利の侵害や地域社会への影響等、様々な種類の侵

害を対象に含めた、これら業務を負う全ての関連当局のリ

スト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

25.3. 公共の情報共有とアクセシビリティ 

国家は利用可能な苦情処理メカニズムや苦情申立の措置、謝罪及び関連プロセスに関する情報の周知にあたっての措置を策定して

いるか。 

指標 問い 

メカニズムに関する公開情報 

国家は、救済へのアクセス方法やアクセシビリティ等、救済メカニズムに対する市民認

知の向上を推進するため取り組みを行っているか。国家は、体系的な問題が特定された

場合、苦情の結果やフォローアップ活動について周知しているか。 

アクセシビリティ 

国家は、（女性、障がい者、子ども及び先住民族等）影響を受ける全てのステークホル

ダーが、メカニズムを利用できることを保証しているか。これには、法的扶助や法的カ

ウンセリング並びに苦情処理メカニズムのアクセシビリティの拡充に取り組む NHRI、CSO

あるいは労働組合のサポート等のサービスが含まれているか。 

実施状況 ギャップ 

情報公開と利用可能性を推進するあらゆる関連の国家の政

策、規制、措置のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 
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指導原則 26 

国家は、企業活動に関連した人権侵害に対処する際に、国内の司法メカニズムの実効性を確保するため、救済へのアクセス拒否に

なるような法的、実際的及びその他これに関連するような障壁を減らすための方策を考える等、しかるべき手段をとるべきであ

る。 

 
指導原則 26の解説 

実効的な司法メカニズムは、救済へのアクセスを確保するということの核心をなしている。それがビジネスに関連する人権侵害に

対処する能力は、その公正性、信頼性及び適正手続の能力にかかっている。 

司法の活用が救済へのアクセスに不可欠であるか、または実効的な救済の代替手段がない状況において、国家は、正当な事案が裁

判所に持ち込まれることを妨害するような障壁が設けられないようにすべきである。国家はまた、正義の実現が司法プロセスの腐

敗により妨害されないこと、裁判所が他の政府機関や企業アクターからの経済的または政治的圧力から独立していること、及び人

権活動家の正当で平和的な活動が阻害されないことを確保すべきである。 

ビジネスに関連した人権侵害に関する事案が当然取り上げられるべきにもかかわらず、これを妨げるような法的障壁が生じるの

は、たとえば次の場合である。 

• 国内の刑事法及び民事法で、法的責任を企業グループのメンバー間で振り分ける方法により、しかるべき責任の回避を容易にさ

せる場合。 

• 当該申し立ての本案に関わりなく、申立人が企業の受入国において裁判拒否に会い、本国の裁判所にもアクセスできない場合。 

• 先住民族及び移民等特定の集団が広く市民に適用されるのと同レベルの人権の法的保護から除外される場合。 

 

司法的救済にアクセスするための実際的で手続的な障壁が生じるのは次の場合である。 

• 申し立てを提起するコストが濫訴を適切に抑止するための程度を越えており、かつ／または政府の支援、「市場原理に基づく」

メカニズム（たとえば訴訟保険及び弁護士費用設定）、またその他の手段を通じても、合理的なレベルまで下げることができな

い場合。 

• 申し立て側に資金がなく、また弁護士がこの分野で申立人に法的な助言をするインセンティブを欠いているため、法定代理人を

確保することが難しい場合。 
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指導原則 26 

• 複数の訴えを集約し、または代表訴訟（例えば、集団訴訟及び他の合併訴訟手続等）を行うには選択肢が不十分であり、このこ

とが申立人の実効的な救済を阻害している場合。 

• 検察が人権に関連する犯罪への個人及び企業の関与を捜査するという国家の義務を果たすために適切な資源、専門性及び支援を

欠く場合。 

これらの障壁の多くは、財源、情報や専門家へのアクセスといった、企業関連の人権侵害訴訟の当事者間にしばしば見られる不均

衡の結果あるいはこれらの不均衡が組合わさったものである。さらに、積極的な差別を通じてか、あるいは司法メカニズムが設計

され、運用されるにあたって当初の意図とは異なる結果を生んでいるかを問わず、社会的に弱い立場に置かれ、または排除される

リスクが高い集団や民族に属する個人が、これらのメカニズムへアクセスし、活用し、そしてその恩恵を受けることに関して、よ

り一層の文化的、社会的、物理的及び金銭的障壁に直面することが多い。そのような集団や民族の諸権利及び具体的ニーズに対す

る特別な配慮を、救済のプロセス、すなわちアクセス、手続及び結果の各段階ですべきである。 

 

26.1. 司法メカニズム 

国家は、自らの管轄圏内におけるビジネス関連の人権侵害を裁定する資格を持った司法メカニズムを策定しているか。その場合、

公平性かつ統合性があり、デュープロセスと調和できる形で策定しているか。 

 
指標 

 
問い 

国家及び地域裁判所 

国家及び地域裁判所は、UNGPs や国際人権法にて許可されているような、管轄外で生じ

る侵害を含め、ビジネスと人権に関する侵害に対する裁定資格を有しているか。その場

合、公平性かつ統合性があり、デュープロセスと調和できる形で策定しているか。 

労働審判 

国内の労働審判機関はビジネスと人権に関する侵害に対する裁定資格を有しているか。

その場合、公平性かつ統合性があり、デュープロセスと調和できる形で策定している

か。 



137  

 

 

指導原則 26 

その他のメカニズム 

その他の司法メカニズムはビジネスと人権に関する侵害に対する裁定能力を有している

か。その場合、公平性かつ統合性があり、デュープロセスと調和できる形で策定している

か。 

実施状況 ギャップ 

関連する全ての司法メカニズム並びに公平性かつ統合性が

あり、デュープロセスと調和できる形で、ビジネスと人権

に関する侵害を裁定する手法のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

26.2. 司法救済へのアクセスにおける障壁 

国家はビジネスと人権関連の侵害の対処にあたり、司法救済へのアクセスにおける障壁が排除されることを保証する措置を策定し

ているか。 

 

指標 
 

問い 

法的障壁 

国家は、合法的な訴訟が法廷へ提起される過程における障壁が排除されることを保証す

る措置を講じているか。これには、(1)国内の刑事及び民事法に基づいて企業に説明責任

を負わせることが可能である、法に基づく責任の存在の保証、(2)先住民族、移民、女性

及び子どもを含む社会の誰もが苦情を提起でき、かつ、全住民に付与されるものと同一

の法的保護の保証、(3)UNGPs や国際人権法によって許可されているように、管轄外の損

害も法廷にて解決が可能であるという保証、(4)抵触法、出訴期限法、親会社の責任及び

責任の基準等の事項は、ビジネス関連の人権侵害の被告が法廷へアクセスする際に、障

壁を生まないよう保証されているか、ということが含まれる。 
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指導原則 26 

実践的及び手順上の障壁 

国家は、合法的な訴訟の法廷への提起を阻止する障壁が排除されることを保証する措置

を講じているか。これには、(1)経済的支援の確保、(2)法務上の説明やガイダンスの提

供、(3)共同訴訟や集団訴訟の機会の付与、(4)弁護士費用の償還の許可、(5)原告に対す

る報復行為の防止、(6)証拠へのアクセスの改善、(7)検察官と判事へのトレーニング提

供が含まれる。 

社会的障壁 

国家は、合法的な訴訟の法廷への提起を妨げる社会的障壁が排除されることを保証する

措置を講じているか。これには、(1)当事者双方間の不一致への対処、(2)社会的弱者（女

性、先住民族、子ども等）をターゲットとした意識向上、(3)子どもやその代理人への子

どもが影響を受ける手続のアクセシビリティ、(4)法的扶助やその他の支援、(5)腐敗撲

滅にあたっての取り組み、(6)人権擁護者の保護が、含まれる。 

実施状況 ギャップ 

司法救済へのアクセスにあたっての障壁を排除する目的の

策定済みの措置のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

26.3.受入国で発生する侵害に係る救済 

国家は、受入国における自国登記の企業による侵害に対して、被害者が司法救済へのアクセスする上での問題に対処する措置を講

じているか。 

指標 問い 
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指導原則 26 

領域外での救済の取り組み 

国家は、受入国にて却下された（先住民族、女性及び子ども等の社会的弱者を含む）原

告による救済へのアクセスを推進し、本国の法廷へのアクセスを実現可能にする措置を

講じているか。 

フォーラム・ノン・コンヴィニエンス

（不便宜法廷） 
国家は、却下の要素に加え、却下に対して反論する要素を勘案するフォーラム・ノン・

コンヴィニエンス（不便宜法廷）動議の考察を法廷に認めているか。 

実施状況 ギャップ 

受入国で生じる侵害を受けた原告による、救済へのアクセ

スを推進する目的で策定されているメカニズムに関する情

報のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 



140  

 
 

指導原則 27 

国家は、ビジネスに関連した人権侵害を救済するための包括的な国家制度の一部として、司法的メカニズムと並行して、実効的で

適切な非司法的苦情処理メカニズムを設けるべきである。 

指導原則 27の解説 

行政、立法及び他の非司法的メカニズムは、司法的メカニズムを補完し補足する重要な役割を果たしている。司法制度が実効的

で、資源とも十分である場合でも、申し立てられた侵害事案全てに取組むという負担を引き受けることは不可能である。司法的救

済は常に必要とされるものではなく、申立人全てに必ずしも好ましいアプローチというわけでもない。 

ビジネスに関連した人権侵害の救済メカニズムのギャップは、必要な場合は、既存の非司法的メカニズムの権限範囲を拡大するこ

とにより、及び／または新たなメカニズムを追加することにより、埋めることができるだろう。これらは、懸案事項、関連する公

共の利益、及び当事者の潜在的なニーズにより、仲裁や裁定によるもの、または異文化に適切に対応でき、権利適合性のあるプロ

セス－または、これらの組み合わせを含むもの－というものかもしれない。これらメカニズムの実効性を確保するために、原則 31

で説明された要件が充たされるべきである。 

このことについては、国内人権機関が特に重要な役割を果たす。 

司法的メカニズムの場合と同様に、国家は、ビジネスに関連した人権事案の当事者間の不均衡、及び社会的に弱い立場に置かれ、

または排除されるリスクが高い集団や民族に属する個人が直面する、アクセスへの追加的な障壁に対処する方策を考慮すべきであ

る。 

 
27.1. 非司法メカニズムの種類 

国家は実効的で適切な非司法の苦情処理メカニズムを策定しているか。 

 
指標 

 
問い 

調停ベースメカニズム 

国家は、OECD ガイドラインに基づく国内連絡窓口等、調停ベースの非司法メカニズムへ

の、原告によるアクセスを確保しているか。こうしたメカニズムはビジネス関連の人権

侵害の救済にあたって利用可能であるか。 これらは原則 31の実効的要件を満たすか。 
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指導原則 27 

裁定メカニズム 

国家は、原告に対して、政府運営の苦情対応局等、裁定メカニズムへのアクセスを提供

しているか。こうしたメカニズムは、ビジネス関連の人権侵害の救済にあたって利用可

能であるか。これらは原則 31の実効的要件を満たすか。 

その他のメカニズム 

国家は、その他の非司法メカニズムへのアクセスを提供しているか。こうしたメカニズ

ムはビジネス関連の人権侵害の救済にあたって利用可能であるか。これらは原則 31 の実

効的要件を満たすか。 

実施状況 ギャップ 

策定済みのメカニズム、ビジネス関連の人権侵害への対処

に係る各メカニズムの権限及び実施レベルについてのリス

ト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 

27.2. NHRIの役割 

国家は苦情の対処にあたって非司法メカニズムとしての役割を遂行する目的で国内人権機関（NHRI）に具体的な資格を付与してい

るか。 

 
指標 

 
問い  

苦情処理の役割 
国家は、企業による人権侵害に係る苦情の受領と処理を遂行できる任務を NHRI に付与し

ているか。 
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指導原則 27 

 

支援の役割 
国家は、仲裁、調停、専門家による支援または司法扶助等を通じ、NHRI が原告にとって

支援的な役割を果たしうるような任務を NHRIに付与しているか。 

意識向上 
国家は、企業による人権侵害に係る救済及び是正についての意識向上を行う任務を NHRI

に付与しているか。 

トレーニング  
国家は、企業による人権侵害に係る救済へのアクセスについて関連のステークホルダー

を対象としたトレーニングの提供を行うという任務を NHRIに付与しているか。 

カウンセリング 
国家は、救済へのアクセスについてカウンセリングを提供するという任務を NHRI に付与

しているか。 

実施状況 ギャップ 

国家が NHRIに付与している全ての関連の権限リスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 

27.3. 非司法の救済へのアクセスに係る障壁 

国家はビジネス関連の人権侵害の対処にあたって非司法上の救済へのアクセスにおける障壁が排除されることを保証する措置を策

定しているか。 

指標 問い 
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指導原則 27 

実践的及び手順上の障壁 

国家は、合法的な訴訟の非司法的なメカニズムからの提起を妨げる、実質的なもしくは

手続き上の障壁が排除されることを保証する措置を講じているか。これには、下記が含

まれる。 

(1)経済的支援 

(2)ガイダンスの提供 

(3)潜在的原告が理解可能な適切な言語に翻訳された、メカニズムに関する情報の提供 

(4)地理的な問題や障壁（遠距離等）に関係ない、アクセシビリティの確保 

社会的障壁 

国家は、合法的な訴訟の非司法的なメカニズムからの提起を妨げる、その他の障壁

が排除されることを保証する措置を講じているか。 これには、下記が含まれる。 

(1)当事者双方の不一致の対処 

(2)社会的弱者（女性、先住民族、子ども等）をターゲットとした意識向上活動 

(3)専門家のアドバイスまたは支援 

(4)腐敗撲滅への取り組み、 

(5)人権擁護者の保護 

実施状況 ギャップ 

非司法の救済へのアクセスに係る障壁を緩和する全ての措置

のリスト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
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指導原則 28 

国家は、ビジネスに関連した人権侵害を取り扱う、実効的な非国家基盤型苦情処理メカニズムへのアクセスを促進する方法を考慮

すべきである。 

指導原則 28の解説 

非国家基盤型苦情処理メカニズムの分野には、一企業単独でまたはステークホルダーと共に運営するもの、業界団体によるもの、

またはマルチステークホルダーからなるグループによるものが含まれる。これらは非司法的なものであるが、裁定を目指したり、

対話に基づくものであったり、あるいは異文化を尊重し、権利に適合したプロセスを使うこともある。これらメカニズムが、アク

セスや救済の迅速性、少ない経費、及び／または国境を越えての対応といった具体的な利益をもたらすこともあろう。 

もう一つの分野は、地域的及び国際的人権諸機関からなる。これら諸機関は、ほとんどの場合、人権を尊重する義務がある国家に

よる侵害に関する訴えを扱ってきた。しかしながら、なかには、企業による人権侵害から保護するという義務を国家が果たさない

事案を扱ったものもある。 

国家は、自身が設けるメカニズムと並行して、そのような選択肢があることの認識を高め、あるいはそれへのアクセスを助けるこ

とで有益な役割を果たすことができる。 

 

28.1. メカニズムへのアクセスの促進 

国家はビジネス関連の人権侵害に対処する、実効的な非国家による苦情処理メカニズムへのアクセスを支援しているか。 

指標 問い 

ビジネス基盤の苦情処理メカニズム 

国家は、情報の普及やアクセスの支援等の取り組み（ガイダンス文書やツール）を通

じ、（告発メカニズムまたはプロジェクトレベルの苦情処理メカニズム等）ビジネス基

盤の苦情処理メカニズムへのアクセスを支援しているか。 
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指導原則 28 

マルチステークホルダーの苦情処理メ

カニズム 
国家は、情報の普及やアクセスの支援といった取り組みを通じて、マルチステークホル

ダーの苦情処理メカニズムへのアクセスを支援しているか。 

組織基盤の苦情処理メカニズム 
国家は、情報の普及やアクセスの支援といった取り組みを通じて、組織基盤の苦情処理

メカニズムへのアクセスを支援しているか。 

国際的な苦情処理メカニズム 

国家は、情報の普及やアクセスの支援といった取り組み（法務等）並びに国際的なシス

テムにおける原告との接触における支援を通じて、国際的な苦情処理メカニズムへのア

クセスを支援しているか。 

地域的な苦情処理メカニズム 

 
国家は、情報の普及やアクセスの支援（法務支援）等を通じて、地域的な苦情処理メカ

ニズムへのアクセスを支援しているか。 

その他のメカニズム 
国家は、情報の普及やアクセスの支援等を通じて、その他の苦情処理メカニズムへのア

クセスを支援しているか。 

実施状況 ギャップ 

支援方法を含む、国家がアクセスを支援するメカニズムのリ

スト。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの指

摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果が、

指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについてのコメン

トを提供する。 
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指導原則 31 

その実効性を確保するために、非司法的苦情処理メカニズムは、国家基盤型及び非国家基盤型を問わず、次の要件を充たすべきで

ある。 

a. 正当性がある：利用者であるステークホルダー・グループから信頼され、苦情プロセスの公正な遂行に対して責任を負う。 

b. アクセスすることができる：利用者であるステークホルダー・グループ全てに認知されており、アクセスする際に特別の障壁に

直面する人々に対し適切な支援を提供する。 

c. 予測可能である：各段階に目安となる所要期間を示した、明確で周知の手続が設けられ、利用可能なプロセス及び結果のタイプ

について明確に説明され、履行を監視する手段がある。 

d. 公平である：被害を受けた当事者が、公平で、情報に通じ、互いに相手に対する敬意を保持できる条件のもとで苦情処理プロセ

スに参加するために必要な情報源、助言及び専門知識への正当なアクセスができるようにする。 

e. 透明性がある：苦情当事者にその進捗情報を継続的に知らせ、またその実効性について信頼を築き、危機にさらされている公共

の利益をまもるために、メカニズムのパフォーマンスについて十分な情報を提供する。 

f. 権利に矛盾しない：結果及び救済が、国際的に認められた人権に適合していることを確保する。 

g. 継続的学習の源となる：メカニズムを改善し、今後の苦情や被害を防止するための教訓を明確にするために使える手段を活用す

る。 

事業レベルのメカニズムも次の要件を充たすべきである。 

h. エンゲージメント及び対話に基づく：利用者となるステークホルダー・グループとメカニズムの設計やパフォーマンスについて

協議し、苦情に対処し解決する手段として対話に焦点をあてる。 

 
指導原則 31の解説 

苦情処理メカニズムは、対象となる人々がそれを認知し、信頼し、使用することができる場合にのみ、その目的を果たすことがで

きる。これらの要件は、非司法的苦情処理メカニズムを実際使うなかでその実効性を確保する助けとなるために、設計、修正、ま

たは評価するための基準を提供するものである。貧弱に設計または遂行された苦情処理メカニズムは、影響を受けるステークホル

ダーの間に、プロセスにより自分は力を奪われた、また軽視されたという思いが強まることで、苦情感情をこじれさせるリスクを

生じかねない。 

最初の 7要件は、国家基盤型または非国家基盤型、裁定または対話形式、いずれのメカニズムにも適用される。第 8要件は、企業

が運営を支援する、事業レベルのメカニズムに特化したものである。 

「苦情処理メカニズム」という用語は、ここではイメージ的な用語として使用されている。用語それ自体は、具体的なメカニズム 

 

 



147  

指導原則 31 

に充てられる場合は必ずしも適切ではなく、また有用でもないかもしれないが、実効性のための要件は、いずれにしても変わらな

い。それぞれの要件についての解説は次の通りである。 

 
a. メカニズム利用者であるステークホルダーがその利用を選択するには、メカニズムを信頼しているはずである。苦情処理プロセ

スの当事者がメカニズムの公正な遂行に干渉できないように責任の所在を明らかにすることは、一般的に言って、ステークホル

ダーの信頼を築きあげるための一つの重要な要素である。 
b. アクセスへの障壁は、メカニズムに対する認知不足、使用言語、識字能力、費用、所在地の問題及び報復に対する恐れを含むで

あろう。 
c. メカニズムが信頼され活用されるために、メカニズムが設ける手続についての情報を広く提供すべきである。段階毎の所要期間

枠は、時に柔軟性が必要とされることを認めながらも、可能なかぎり尊重されるべきである。 
d. 企業と影響を受けるステークホルダーの間の苦情申し立てまたは紛争において、後者は情報や専門知識や助言へのアクセスで非

常に不利であり、費用を支払う財源を欠くこともしばしばである。この不均衡を是正できない場合、公正な手続を達成するこ

と、また手続は公正なものであるとの認識が共に弱まり、永続的な解決に到るのが困難になりうる。 
e. それぞれの苦情処理の進捗について当事者と定期的に情報を共有することは、プロセスの信頼性を維持するために必要不可欠で

あろう。メカニズムのパフォーマンスについて、統計、事例研究、または具体的事案の処理に関する詳細な情報を通じて、広範

なステークホルダーに対して透明性を確保することは、その正当性を示し広く信頼を得るために重要である。同時に、必要な場

合には、当事者対話や個人情報に関する秘密性は保持されるべきである。 
f. 苦情は人権という視点から構成されていないことがしばしばで、当初は人権への懸念を提起しないことも多い。しかしながら、

結果が人権への関わりを持つ場合は、国際的に認められた人権に合致したものになるように注意すべきである。 
g. 苦情の頻度、パターン及び要因を定期的に分析することは、メカニズムの運営組織が今後の被害を防止するために変更すべき政

策、手続または慣行を特定し、これらに影響を与えることを可能とする。 
h. 事業レベルの苦情処理メカニズムに関して影響を受けるステークホルダー・グループとその設計や実績について対話・協議する

ことは、彼らのニーズを満たし、メカニズムが実際に活用され、それが首尾よく機能するという共通の利益を確保するのに役立

つ。企業が、訴えの対象でありながら、同時にまた一方的に苦情処理の結果を決定するというのは正当ではなく、受け入れられ

ないことである。これらメカニズムは、対話を通じて合意による解決に到ることに焦点をあてるべきである。裁定が必要とされ

る場合は、正当で、独立した第三者メカニズムにより行われるべきである。
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指導原則 31 
 

31.1. 実効性要件との一致 

国家は国家基盤の非司法的の苦情処理メカニズムが実効性要件を満たすことを保証しているか。 

指標 問い 

1. 正当性 

国家は、利用者であるステークホルダー・グループからの信頼を確実に得るための措置

を講じているか（公正な行動に対する非干渉の確約並びに不正行為が確認された際のフ

ィードバック・メカニズムを含む、確かな権限を有し、独立した透明性であるメカニズ

ム等）。 

2. アクセス 

国家は、メカニズム（言語や識字に関する問題、申立に付随する費用、地理的問題、報

復行為に対する懸念並びにジェンダー、年齢、宗教あるいはマイノリティとしての立場

に起因する原告の脆弱性等）にアクセスできるよう保証する措置を講じているか。 

3. 予測可能性 
国家は、メカニズムが予測可能であるよう保証すべく措置を講じているか（手続、所要

期間及びメカニズムのプロセスと結果に関する公開情報等）。 

4. 公平性 
国家は、メカニズムが公平であるよう保証すべく措置を講じているか（全当事者の情報

源、助言及び専門的知識へのアクセス等）。 

5. 透明性 

国家は、メカニズムが透明であるよう保証すべく措置を講じているか（苦情解決に向け

た進捗に関する、定期的な連絡並びに社会的トレンドを特定、対処するための進行中の

案件についての十分な公開情報等）。 
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指導原則 31 

6. 権利の準拠 

国家は、メカニズムが権利に準拠するよう保証すべく措置を講じているか（人権に関す

る課題を提起する際、苦情が人権に則して考慮されること並びにメカニズムの管理に従

事する機関や当局が人権及び対象である訴訟案件との関連性を認識すること等）。 

7. 継続的な学習の源 

国家は、メカニズムが継続的な学びの源であるよう保証すべく措置を講じているか。国

家はメカニズムを改良すべく、運用経験から得た学びを反映させているか（メカニズム

の強化を推進する目的で取り組む、苦情の頻度、パターン及び原因についての定期分析

に対する国家の支援等）。 

 

実施状況 
 

ギャップ 

上記の各基準項目について、国家が基準の達成にあたり取

り組む内容の詳述。 

コンサルテーションプロセスで受けたステークホルダーからの

指摘を考慮し、指標や問いから明らかになった実施状況の結果

が、指導原則の実行をどの程度反映しているか否かについての

コメントを提供する。 
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付録 5：国別行動計画(NAP)チェックリスト 

 

1. ガバナンスと資源 
 

コメント 

NAPプロセスのリーダーシップ及びオーナーシップ 

1.1. NAPプロセスへのコミットメント 

 

1.2. NAPプロセスへの責任の明確な規定とコミ

ュニケーションの確保 

 

1.3. 政府の全領域におよぶ包括的アプローチの

確保 

 

1.4. NAPプロセスの実施内容と計画の立案や公

表 

 

適切な資源配置 

1.5. NAP プロセスの適正な予算の決定 
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2. ステークホルダーの関与 コメント 

全ての関連するステークホルダーによる実効的な関与 

2.1. ステークホルダーマッピングの実施と発表 

 

2.2. ステークホルダー関与のための明確な計画

と期限の策定と発表 

 

2.3. 必要に応じた適切な情報提供と能力養成

の実施 

 

2.4. 権限を剥奪された、またはリスクに晒さ

れるステークホルダー関与の促進 

 

2.5. ステークホルダーによる運営委員会や諮

問委員会の設立 

 

 
 
 

3. 国家基礎評価（NBA） コメント 

NAP の土台としての NBA 

 

3.1. NAP プロセスの第 1段階としての NBAの実施 
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3. 国家基礎評価（NBA） コメント 

3.2. NBA 策定の任務の適切な機関への割当 

 

3.3. NBA 策定におけるステークホルダーの完全

な関与 

 

3.4. NBA の開示と普及 
 

 
 
 
 

4.取り組み領域、内容、優先事項 
 

コメント 

NAPの範囲 

4.1. NAP は UNGPsの全範囲に対処するものでなけ

ればならない 

 

4.2. NAP は国家の管轄内の全範囲に対応するもの

でなければならない 

 

4.3. NAP は国際及び地域の組織や基準に対

応するものでなければならない 
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4. 取り組み領域、内容、優先事項 
 

コメント 

4.4. NAP はテーマ別及びセクター別の人権問題

に取り組まなければならない 

 

NAPの内容 

4.5. NAP は UNGPsに対するコミットメント

の声明を含まなければならない 

 

4.6. NAP は具体的、測定可能、達成可能、関連

性があり、期限のある行動計画を含まなけ

ればならない 

 

NAPの優先事項 

4.7. NAP は最も深刻なビジネス関連の人権侵害

を対象とする行動を優先しなければならな

い 

 

4.8. NAP は、HRBAに則し、最も脆弱で疎外さ

れた集団に焦点を当てなければならない 
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5. 透明性 
 

コメント 

全てのステークホルダーに対する完全な透明性 

5.1. NBA や NAP に関するその他の重要な調査や

情報は公表されなければならない 

 

 
 
 

 

6. 説明責任とフォローアップ 
 

コメント 

履行義務の所持者の実施に対する説明義務責任 

6.1. NAP は個々の行動や全体的なフォローアッ

プの実施に係る責任者を明示しなければな

らない 

 

6.2. NAP は実行に係るモニタリングと報

告の枠組みを規定しなければならな

い 
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• Project negotiations preparation and planning: The parties should be adequately prepared and 
have the capacity to address the human rights implications of projects during negotiations.  

• Management of potential adverse human rights impacts: Responsibilities for the prevention and 
mitigation of human rights risks associated with the project and its activities should be clarified 
and agreed before the contract is finalized.  

• Project operating standards: The laws, regulations and standards governing the execution of the 
project should facilitate the prevention, mitigation and remediation of any negative human rights 
impacts throughout the life cycle of the project.  

• Stabilization clauses: Contractual stabilization clauses, if used, should be carefully drafted so that 
any protections for investors against future changes in law do not interfere with the State’s bona 
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fide efforts to implement laws, regulations or policies in a non-discriminatory manner in order to 
meet its human rights obligations.  

• “Additional goods or service provision”: Where the contract envisages that investors will provide 
additional services beyond the scope of the project, this should be carried out in a manner 
compatible with the State’s human rights obligations and the investor’s human rights 
responsibilities.  

• Physical security for the project: Physical security for the project’s facilities, installations or 
personnel should be provided in a manner consistent with human rights principles and 
standards.  

• Community engagement: The project should have an effective community engagement plan 
through its life cycle, starting at the earliest stages.  

• Project monitoring and compliance: The State should be able to monitor the project’s 
compliance with relevant standards to protect human rights while providing necessary assurances 
for business investors against arbitrary interference in the project.  

• Grievance mechanisms for non-contractual harms to third parties: Individuals and communities 
that are impacted by project activities, but not party to the contract, should have access to an 
effective non-judicial grievance mechanism  

• Transparency/Disclosure of contract terms: The contract’s terms should be disclosed, and the 
scope and duration of exceptions to such disclosure should be based on compelling 
justifications.  
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